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第２章 育児休業等給付について 

 

１ 育児休業等給付とは 

少子化の急速な進行や女性の職場進出の進展が見られる現代において、労働者が育

児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育

児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設され、平成７年４月１日から施

行されました。また、男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、男女問わず仕事

と育児を両立できる社会を実現することを目的として、育児・介護休業法が改正され、

令和４年 10 月１日から、育児休業の２回までの分割取得や出生時育児休業（産後パ

パ育休）の取得が可能となり、これに対応した育児休業給付が受けられるようになり

ました。さらに、共働き・共育ての推進や子の出生・育児休業後のキャリア形成の両

立支援のため、令和７年４月１日から、子の出生直後の一定期間の給付率の上乗せや

時短勤務を選択する場合の給付金が創設されました。（雇用保険法第 61 条の 6～第 61

条の 13） 

具体的には、被保険者の方が、１歳（一定の要件に該当した場合は１歳２か月。さ

らに一定の要件に該当した場合は１歳６か月又は２歳。）に満たない子を養育するた

めの育児休業（２回まで分割取得可）を取得し、一定の要件を満たすと「育児休業給

付金」の支給を、子の出生後８週間の期間内に合計 28 日を限度に出生時育児休業（産

後パパ育休）を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支

給を受けることができます。 

また、原則、被保険者とその配偶者の両方（例外あり）が 14 日以上の育児休業ま

たは出生時育児休業を取得する場合に、「出生後休業支援給付金」の支給を受けるこ

とができます。 

さらに、被保険者が２歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、一定の要

件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



12 

２ 育児休業等給付の基本的な流れ 

（以下の図は、事業主を経由して手続を行うという流れを示しています。） 

① 出生時育児休業給付金（15 ページ参照）を申請する場合（初回の育児休業申請

手続きまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（育児休業を取得する場合は以下に続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《出生日または出産予定日のいずれか早い日》 

出生時育児休業（産後パパ育休）開始（４週間（28 日）以内の期間で２回に分割可能） 

《出生日・出産予定日のいずれか遅い日から起算して８週間経過･･･（a）》 

または、《出生時育児休業の取得日数が 28 日に達した･･･（b）》 

または、《２回目の出生時育児休業が終了した･･･（c）》 

 

受給資格確認と出生時育児休業給付金支給申請を同時に手続（（a）、（b）又は（c）の翌日

から申請可能となり、その日から２か月を経過する日の属する月の末日まで） 

※ ２回目以降の育児休業支給申請については次ページのフロー図の「２回目の支給申請」以

下をご確認ください。 

※ 休業取得時に、あらかじめ退職が確定（予定）している場合は、支給の対象となりません。 

※ 出生時育児休業を取得せず、育児休業を取得することも可能です。 

育児休業開始（出生時育児休業期間終了後、出生時育児休業給付金支給申請書を提出する

までの間に休業を開始することも可能です） 

初回支給申請手続（休業開始日から起算して４か月を経過する日の属する月の末日まで） 

※ 出生後休業支援給付金（39 ページ参照）の申請も原則として同じ申請書にて行います。 
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② 出生時育児休業給付金を申請しない場合又は２回目以降の育児休業支給申請

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産（男性の方は休業開始を申し出た期間の初日から支給対象期間となりうる） 

《産後８週間》 

退職 

受給資格確認手続 

（初回の支給申請を行う日 

まで） 

喪失日の前日（離職日）まで支給 

延長事由の届出とともに支給申請 

（最長２歳到達の前日まで） 

１歳時点で一定の延長事由が発生したことにより、

1 歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合

（保育所入所困難等） 

さらに、１歳に達する日後の期間に育児休業を取得

している場合であって、１歳６か月時点で一定の延

長事由が発生したことにより、１歳６か月に達する

日後の期間に育児休業を取得する場合（保育所入所

困難等） 

配偶者が子の１歳または１歳６か月に達する日にお

いて育児休業をし、配偶者の育児休業終了日の翌日

以前に被保険者が育児休業を開始している場合。 

２回目以降の支給申請（原則２か月ごとに２か月分まとめて申請） 

職場復帰 

育児休業開始（女性の方はここから支給対象期間となりうる） 

退職 

受給資格確認と初回支給申請を

同時に手続（休業開始日から起

算して４か月を経過する日の属

する月の末日まで）※1 
初回支給申請※1 

職場復帰 

※2 休業取得時に、あらかじめ退職などで被保

険者でなくなることが確定（予定）している場

合は、支給の対象となりません。 

※3 職場復帰日は雇用保険に加入している状態

であることが必要になります。 

再度の育児休業開始 

支給申請（申請方法

は初回支給申請、２

回目以降の支給申請

と同様） 

職場復帰 

又は子が１歳

に達した 

（支給終了） 

※1 出生後休業支援

給付金（39 ページ参

照）の申請も原則と

して初回支給申請

と同じ申請書にて

行います。 

 
復帰日の前日

まで支給 
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３ 出生時育児休業給付金について 

（1）受給資格は・・・・・ 

出生時育児休業給付金を受給するには、出生時育児休業（産後パパ育休）を取得

した被保険者（※）で、以下の条件に該当することが必要です。受給資格の確認申

請については（4）を参照してください。 

（※）被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、第２章

において同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用者（期間を定めて雇用される者）の方は、上記イ及びロに加え、休業

開始時において、次の要件に該当することが必要です。 

 

 

 

 

この受給資格を満たした被保険者であって、（２）に記載する支給要件を満たし

た場合に、出生時育児休業給付金を受けることができます。 

※ 休業開始時賃金月額及び休業開始時賃金日額については、23 ページ参照。 

 

 

次のいずれにも該当すること。 

イ 子の出生日から起算して８週間を経過する日の翌日までの期間内に、４週間

（28 日）以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業を取

得した被保険者であること。（※） 

（ｲ）ここでいう「出生時育児休業」とは、「出生日または出産予定日のうち早い日」

から「出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日

の翌日まで」の期間内に４週間（28 日）までの範囲で取得するものをいいます。

また、職場復帰を前提に取得するものをいい、休業取得時に退職が確定（予定）

している休業は支給の対象となりません。 

（ﾛ）産後休業（出生日の翌日から８週間）は出生時育児休業給付金の対象外です。

また、産後６週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、８週

間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後８週間を経過する

までは、産後休業とみなされます。 

（ﾊ）育児をする子は実子・養子を問いません。 

（ﾆ）期間雇用者も支給対象となります。 

※ 出生時育児休業は同一の子について２回まで分割して取得できます。 

ロ 出生時育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上

ある（ない場合は就業している時間数が 80 時間以上の）完全月（※１）が 12

か月以上あること。 

※１は育児休業給付金と同じです（22 ページ参照）。 

子の出生日（出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日）から起算して

８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日までに、その労働契約の期間

（労働契約が更新される場合は更新後のもの）が満了することが明らかでないこ

と。 
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（2）支給要件は・・・・・ 

以下の条件をすべて満たしていることが要件です。 

休業中の就業時間数の取扱いや賃金の取扱いは育児休業給付金と異なるのでご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃金」とは 

出生時育児休業期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、基本給等

の労働した日・時間により算定され支払われる賃金（勤務日数に応じて支払わ

れる通勤手当を含む。）については、出生時育児休業期間中の賃金の基礎とな

った日数・時間に応じて支払われた額となります。 

就労等した日・時間にかかわらず一定額が支払われている手当（家族手当等）

は含めません。 

なお、月給制等により、出生時育児休業期間を含む賃金月において、賃金が

減額されなかった場合には、支払われた賃金額に出生時育児休業取得日数を乗

じて得た額を、出生時育児休業期間を含む賃金月の賃金支払対象期間の日数で

除し（小数点以下切り捨て）、当該額を「出生時育児休業期間を対象とする賃

金」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 出生時育児休業期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有

していること。 

ロ 出生時育児休業期間の就業日数が 10 日以下であること。10 日を超

える場合は就業している時間が 80 時間以下であること。 

※ 休業期間が 28 日間より短い場合は、その日数に比例して短くなり

ます。 

（例）14 日間の休業 ⇒ 最大５日（５日を超える場合は 40 時間） 

   10 日間の休業 ⇒ 最大４日（４日を超える場合は約 28.57 時間） 

 [10 日×10/28≒3.57 （端数切り上げ） ⇒４日、80 時間×10/28≒28.57 時間]  

※ 出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り

捨てます。また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに

端数処理を行います。 

ハ 出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃金※が、

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80％未満であること。 
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賃金支払日（10/15） 

出生時育児休業その１ 

例示 ※賃金の取扱い等は、以下「解説」を参照ください。 

・賃金締切日：当月末日 賃金支払日：翌月 15日  

・出生時育児休業期間 10 月 12 日から同月 16 日、同月 21 日から同月 25

日まで分割取得した場合（合計 10日） 

・通勤手当として、出勤１日につき 500 円支給 

 

10 月 12 日～10 月 16 日 10 月 21 日～10 月 25 日 

出生時育児休業その２ 

賃金支払日(11/15) 

（９月 1 日～９月 30 日分） （10 月１日～10 月 31 日分） 

解説： 月給制（月給 30 万円）の方について、10 月 15 日に支払わ

れた賃金は、９月分を対象としたものであり、出生時育児休

業期間が含まれていないため、「出生時育児休業中の就労に

対して事業主から支払われた賃金額」に計上する必要はあり

ません。 

11 月 15 日に賃金が満額支給された場合、10 月（31 日間の

賃金支払対象期間）に 10 日間（10 月 12 日～10月 16 日の５

日間と、10月 21 日～10月 25 日の５日間の計 10日間）の出

生時育児休業を取得しており、各々の出生時育児休業期間に

おける賃金は、 

30 万円×５日間/31 日間＝48,387.09 

  ⇒48,387 円を「出生時育児休業期間を対象とする賃金その

１、その２」として各々計上してください。 

   通勤手当は、 

   500 円×５日間＝2,500 

⇒2,500 円を「出生時育児休業期間を対象とする賃金その１、

その２」として各々計上してください。 

 

   ※上記のケースの場合、支給額の算定において、（48,387 円

＋2,500 円）×２＝101,774 円が、休業開始時賃金日額×休

業期間の日数で得た額の 80％（10,000 円×10 日×80％＝

80,000 円）を超えているため、出生時育児休業給付金は不支

給となります。 
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（3）支給額は・・・・・ 

① 休業期間中の就労に対して賃金が支払われていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

② 休業期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、以下の賃金日額上限額により支給額を算出し、減額される場合や支

給されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 給付率について 

  出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付の支給率 67％の

上限日数である 180 日に通算されます。181 日目以降は支給率 50％となります。 

 

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（28 日が上限）×67％（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 13％以下

の場合 

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（28 日が上限）×67％  

ロ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 13％超 

～80％未満の場合 

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（28 日が上限）の 80％相

当額と賃金の差額 

ハ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80％以上

の場合 

支給額＝支給されません。 

 

 

上限額 16,110 円 

 

※ 上限額は、毎年 8 月 1 日に変更される場合があります。 

 

令和 7 年 8 月 1 日現在の休業開始時賃金日額の上限額について 
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【支給算出額の事例１】 

休業開始時の賃金日額が 7,000 円であって 14 日間の出生時育児休業を取

得した場合（休業開始時賃金日額×休業期間の日数＝98,000 円） 

① 支給対象期間中に賃金が支払われていない場合 

→ 支給額＝7,000×14 日×67％＝65,660 円 

② この期間に３日労働して賃金 21,000 円が支払われた場合 

      （「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 13％～80％） 

14 日分の賃金日額の 80％＝7,000 円×14 日×80％ 

＝78,400 円 

→ 支給額＝78,400－21,000＝57,400 円 

③ この期間分の賃金として 8 万円支払われた場合 

（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80％以上） 

→ 支給されません。 

【支給算出額の事例２】 

休業開始時賃金日額が 16,500 円であって 14 日間の出生時育児休業を取得した

場合 

○ 賃金日額には上限額（令和７年８月１日現在 16,110 円）があります。このた

め、この場合の賃金日額は 16,110 円です。したがって、「休業開始時賃金日額×

休業期間の日数」＝16,110 円×14 日間＝225,540 円となります。 

① 支給対象期間中に賃金が支払われていない場合 

→ 支給額＝16,110 円×14 日×67％＝151,111 円 

② この期間に３日労働して賃金 48,000 円が支払われた場合 

（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 13％～80％未満） 

休業開始時賃金日額の 80％＝16,110×14×80％＝180,432 円 

→ 支給額＝180,432－48,000＝132,432 円 

③ この期間分の賃金として 20 万円支払われた場合 

（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80％以上） 

→ 支給されません。 
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（4）受給資格確認・支給申請は・・・・・ 

雇用する被保険者が出生時育児休業給付金を受給するには、次の手続が必要です。

受給資格の確認申請及び出生時育児休業給付金の支給申請は育児休業給付金支給

と異なり同時に行う必要があります。また、出生後休業支援給付金（39 ページ参照）

の要件を満たす場合は、一体的に申請することを原則とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出書類･･･「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（育児）」（＝賃金月

額証明書） 

「育児休業給付受給資格確認票･出生時育児休業給付金／出生後休業

支援給付金支給申請書」（以下「受給資格確認票・出生時／出生後支給

申請書」という。） 

提出期間･･･子の出生日（出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日）

から起算して８週間を経過する日（又は①出生時育児休業の取得日

数が 28 日に達した場合は達した日、②２回目の出生時育児休業をし

た場合は２回目の出生時育児休業を終了した日）の翌日から提出可

能となり、当該日から２か月を経過する日の属する月の末日まで 

     （※休業期間を対象とする賃金がある場合は、当該賃金が支払われた

後に提出してください） 

届 出 先･･･事業所の所在地を管轄するハローワーク 

持参するもの･･･ 

 ○ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休

業取扱通知書など出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額及び支払

状況を証明することができるもの 

 

 ○ 母子健康手帳、医師の診断書（分娩（出産）予定証明書）等の出産予定日

及び出産日を確認することができるもの（いずれも写しで可。） 

 

 ○（出生後休業支援給付金の支給申請も一体的に行う場合） 

   出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

（45 ページ参照）が必要ですが、配偶者が子を出産している場合（子が養

子でない場合）は、母子健康手帳、医師の診断書（分娩（出産）予定証明

書）等の出産予定日及び出産日を確認することができるものが必要書類と

なります。 

 

※受給資格確認票・出生時／出生後支給申請書は、マイナンバーを記載して提出してく

ださい。 
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イ 「賃金月額証明書」の提出について 

被保険者が出生時育児休業を開始した場合は、受給資格確認票・出生時／出

生後支給申請書を提出する日までに「賃金証明書」を、事業所の所在地を管

轄するハローワークに提出しなければなりません。 

ロ 受給資格の確認・支給申請とその通知について 

出生時育児休業給付金の受給資格がある場合は「出生時育児休業給付金支給

決定通知書」を、出生後休業支援給付金も一体的に申請した場合に受給資格

があるときは「出生後休業支援給付金支給決定通知書」をそれぞれ交付しま

す。支給額が算定されたときは、支給額が記載され、不支給決定されたとき

は、不支給の理由が記載されます。 

また、受給資格がない場合は、「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付

されます。 

これらの通知書は、必ず被保険者にお渡しください。 

 

（5）給付金の口座振込みは・・・・・ 

支給決定された出生時育児休業給付金は、支給決定日（支給決定通知書に印字さ

れています。）から約１週間後に、申請者本人が指定した金融機関の本人名義の普通

預金（貯金）口座に振り込まれます。 

また、振込者名は「コウセイロウドウショウ ショクギョウアンテイキョク」と

なります（金融機関によっては、振込者名の表示が途切れたりする場合があります）。 
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４ 育児休業給付金について 

（1）受給資格は・・・・・ 

育児休業給付金を受給するには、１歳（いわゆるパパママ育休プラス制度を利用

して育児休業を取得する場合は１歳２か月、休業することが雇用の継続のために特

に必要と認められる場合は１歳６か月又は２歳）未満の子を養育する被保険者で、

以下の条件に該当することが必要です。受給資格の確認申請については（6）を参照

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用者（期間を定めて雇用される者）の方は、上記イ及びロに加え、休業開

始時において、次の要件に該当しなければなりません。 

 

 

 

 

この受給資格の確認を受けた被保険者であって、育児休業中に支払われた賃金の

額が、休業開始時の賃金月額に比べて、80％未満である等、支給要件を満たした場

合に、育児休業給付金を受けることができます。 

 

 

次のいずれにも該当すること。 

イ １歳未満の子を養育するために、「育児休業」を取得した被保険者であるこ

と。（※） 

（ｲ）ここでいう「育児休業」とは、職場復帰を前提に取得するものをいい、休業取

得時に退職が確定（予定）している休業は支給の対象となりません。 

（ﾛ）育児休業対象者は男女を問いません。 

（ﾊ）育児をする子は実子・養子を問いません。 

（ﾆ）期間雇用者も支給対象となります。 

※ 職場復帰後、同一の子について原則２回の育児休業までは育児休業給付金の支給

対象となります。 

ロ 育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以上ある（な

い場合は就業している時間数が 80 時間以上の）完全月（※１）が 12 か月以上

あること。この要件を満たさない場合、産前休業開始日等（※２）を起算点と

して、その日の前２年間に賃金支払基礎日数（就労日数）が 11 日以上ある完

全月が 12 か月以上あること。 

※１ 過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことのある方に

ついては、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後のものに限り

ます。 

※２ 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、

産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は

「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。 

子が１歳６か月までの間（保育所における保育の実施が行われない等の理由によ

り、子が１歳６か月後の期間について育児休業を取得する場合は、１歳６か月後

の休業開始時において２歳までの間）に、その労働契約（労働契約が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでないこと。 
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※「休業開始時賃金月額」とは、 

原則、育児休業開始前（産前、産後休業を取得した場合は、原則として産前、産後休業開始

前）6 か月間の賃金を 180 で除した額が「賃金日額」となり、支給日数を 30 日とした場合の

「休業開始時賃金日額×支給日数」が賃金月額となります。 

なお、賃金月額には、以下のとおり上限額及び下限額があります。算定した額が上限額を超

える場合は上限額に、算定した額が下限額を下回る場合には下限額となります。 

１歳の誕生日 

育児休業開始 
例 示 

休業開始前２年間 支給期間 

賃金支払基礎日数 11 日以上または、賃金の支払いの基礎となった 

時間数が 80 時間以上ある月が 12 か月 

① 育児休業の申出に係る子について、市町村に対して保育所等※1 における保育の実施を希望

し、申込みを行っているが、その子が１歳又は１歳６か月に達する日※2後の期間について、当

面その実施が行われない場合であって、速やかな職場復帰を図るために保育所等における保

育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるとき。 

※1 児童福祉法第 39 条に規定する保育所等をいい、いわゆる「無認可保育施設」は含まれません。 

※2 一定の要件を満たすことにより、育児休業終了予定日が１歳に達する日後である場合は、当該終了予

定日。 

② 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が１歳又

は１歳６か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった方

が、以下のいずれかに該当した場合。 

・ 死亡したとき 

・ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育する

ことが困難な状態になったとき 

・ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととな

ったとき 

・ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産する予定であるかまたは産後

８週間を経過しないとき（産前休業を請求できる期間または産前休業期間及び産後休業期

間） 

１歳６か月又は２歳まで支給対象となる場合【具体的な手続は 31ページ参照】 

の前々日 

上限額 483,300 円※（令和 7年 7月 31 日までは 470,700 円） 

下限額   90,420 円※（令和 7年 7月 31 日までは 86,070 円） 

※ 上限額及び下限額は、毎年 8月 1日に変更される場合があります。 

令和 7 年 8 月 1 日現在の賃金月額の上限額と下限額 
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（2）支給要件は・・・・・ 

育児休業開始日から起算して１か月ごとに区切った場合（区切られた１か月の間

に育児休業終了日または子が１歳に達する日が含まれる場合は、その育児休業終了

日または子が１歳に達する日の前日まで）の各期間（これを「支給単位期間」とい

います。）について、次の要件をすべて満たしている場合に支給対象（これを「支給

対象期間」といいます。）となります。 

同一の子について分割して育児休業を取得する場合、２回目の育児休業に係る支

給単位期間は、当該２回目の休業開始日又は当該休業開始日の応当日から、それぞ

れその翌月の応当日の前日までの１か月ごとです（応当日がない場合は、その月の

月末を応当日とみなします。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「支給単位期間に支給された賃金額」とは 

支給単位期間に支給された賃金とは、「その期間に支払日のあるもの」をい

います。 

ただし、一部分でも育児休業期間外を対象としているような賃金や対象期

間が不明確な賃金は含めず、原則として育児休業期間中を対象としているこ

とが明確な賃金の額のみとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。 

ロ 支給単位期間に、就業していると認められる日数が 10 日以下であること。 

  支給単位期間について、10 日を超える場合にあっては、就業していると認め

られる時間が 80 時間以下であること。 

（育児休業終了等により、１か月に満たない最後の支給単位期間については、就

業していると認められる日数が 10 日以下であるとともに、育児休業による全日

休業日が１日以上あれば、当該要件を満たします。また、この全日休業日には、

日曜日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。） 

ハ 支給単位期間に支給された賃金額※が、休業開始時の賃金月額の 80％未満で

あること。 

賃金支払日（4/25） 

支給対象期間その１ 

例示  

賃金締切日 20 日 賃金支払日 25日 休業開始日４月 15日の場合 

４月 15 日～５月 14 日 ５月 15 日～６月 14 日 

支給対象期間その２ 

賃金支払日(5/25) 

（３月 21 日～４月 20 日分） （４月 21 日～５月 20 日分） 

解説：４月 25 日に支払われた賃金の中には、３月 21 日～４月 14 日を対

象とした給与・手当等が含まれているため、「支給対象期間その１」

には、育児休業期間中を対象としていることが明確な賃金のみを

計上することとしてください。 
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（3）支給対象期間は・・・・・ 

育児休業給付金の支給対象期間は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イ 育児休業開始日から、育児休業に係る子が１歳に達する日（１歳の

誕生日の前日）の前日までの期間。（１歳の誕生日の前々日まで）                  

また、一定の要件（37 ページ参照）を満たしたときは１歳２か月に

達する日の前日までの期間、さらに一定の要件（23 ページ参照）を満

たしたときは１歳６か月又は２歳に達する日の前日までの期間。 

ロ 満１歳（一定の要件を満たした場合は満１歳２か月、さらに一定の

場合は満１歳６か月又は２歳）に達する日より前に育児休業を終了し

たときは、育児休業を終了した日までの期間。 

出産日 

例示 

女性の被保険者で、産後休業後引き続き子が１歳に達する日まで育児休業をした場合 

その１ その２ その８ その９  

育児休業開始 

支給単位期間 最後の支給単位期間 

8/10 

産後休業 

10/6 11/6 12/6 8/8 8/6 7/6 

8/10 

8/9 

誕生日 

（１歳に達する日） 

解説： 上記のような事例では、１歳に達する日の前日（＝１歳の誕生

日の前々日）までが支給対象となるため、８月８日までの期間が

支給対象となります。 

また、最後の支給単位期間（８月６日～８月８日）については、

就業していると認められる日数が１０日以下であり、育児休業に

よる全日休業日が１日以上あれば支給対象となります。 

１歳の 
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育児休業①

子が１歳に

達する日の前日

↓

↑

子が２歳に

達する日の前日

父

母

出生後８週

育児休業➁

子が１歳６か月に

達する日の前日

↓

子が１歳に

達する日

↓

↑

子の２歳の

誕生日

子が２歳に

達する日

↓

↑

子の１歳の

誕生日

↑

子が１歳６か月

に達する日

育児休業①

子が１歳６か月

に達する日の翌日

↓

延長交替
育児休業③

延長交替
育児休業④

延長交替
育児休業③

延長交替
育児休業②

（4）育児休業の分割取得について・・・・・ 

同一の子について、原則２回の育児休業まで育児休業給付金の支給対象となりま

す。 

３回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外

事由のいずれかに該当する場合は、この回数制限から除外されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 夫婦交替で育児休業を取得する場合の回数制限の例外について 

育児休業の延長事由（23 ページ参照）があり、かつ、夫婦交替で育児休業を

取得する場合、１歳から１歳６か月までと１歳６か月から２歳までの各期間中、

夫婦それぞれ１回に限り育児休業給付金の支給対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

① 別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育

児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子又は家族の死亡等で終了した

場合 

 ※ 当初の育児休業の申出対象である子が 1 歳６か月又は２歳までの場合を

含みます。 

② 育児休業の申出対象である１歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷

等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育すること

ができなくなった場合 

③ 育児休業の申出対象である１歳未満の子が、負傷、疾病等により、２週間以

上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合 

④ 育児休業の申出対象である１歳未満の子について、保育所等での保育利用を

希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合 

⑤ 育児休業中に出向（出向解除を含む。）となった被保険者が、1 日の空白もな

く被保険者資格を取得しており、引き続き育児休業をする場合 

 

例示 

１歳未満の子について２回の育児休業をした後、延長事由に該当し、１歳に達する日後

に夫婦交替で３回目以降の育児休業を開始する場合 

１歳後の育児休業も夫婦１回ずつ延長交替でき、１歳か

ら１歳６か月までの期間及び１歳６か月から２歳まで

の期間それぞれの期間において途中交替が可能です。 
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（5）支給額は・・・・・ 

① 休業期間中に賃金が支払われていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、28 ページの支給上限額により、減額される場合や支給されない場合も

ありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 支給日数について 

○ 休業終了日を含まない支給単位期間･･･････30 日 

○ 休業終了日を含む支給単位期間･･･････････暦の日数（最後の支給単位

期間の初日から休業終了日

までの日数） 

 ※２ 給付率について 

   

  支給日数が育児休業を開始してから通算して 180 日に達するまでの間に限

り、給付率が 67％となります。 

イ 支給単位期間が１か月ある場合（最後の支給単位期間を除く。） 

支給額＝休業開始時賃金日額×支給日数（30 日※１）×50％（※２）  

ロ 最後の支給単位期間（職場復帰等による休業終了日を含む。）の場合 

支給額＝休業開始時賃金日額×支給日数（暦の日数※１）×50％（※２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30％（13％）以下の場合 

支給額＝休業開始時賃金日額×支給日数×50％（※２）  

ロ 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30％（13％）超～80％未

満の場合 

支給額＝休業開始時賃金日額×支給日数の 80％相当額と賃金の差額

ハ 支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 80％以上の場合 

支給額＝支給されません。 
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支給上限額 323,811（給付率 67％）円※（令和 7 年 7 月 31 日まで 315,369 円） 

支給上限額 241,650（給付率 50％）円※（令和 7 年 7 月 31 日まで 235,350 円） 
※ 支給限度額及び最低限度額は、毎年 8 月 1 日に変更される場合があります。 

令和 7 年 8 月 1 日現在の支給上限額について 

【支給算出額の事例１】 

休業開始時の賃金日額が 7,000 円（賃金月額は 21 万円）であって、 

① 支給対象期間中に賃金が支払われていない場合 

（賃金月額の 30％以下） 

→ 支給額＝7,000×30 日×50％＝105,000 円 

② 支給対象期間中に賃金が 15 万円支払われた場合 

（賃金月額の 30％超～80％未満） 

休業開始時賃金月額の 80％＝7,000×30×80％＝168,000 円 

→ 支給額＝168,000－150,000＝18,000 円 

③ 支給対象期間中に賃金が 17 万円支払われた場合 

（賃金月額の 80％以上） 

→ 支給されません。 

【支給算出額の事例２】 

賃金日額が 16,500 円（月 49.5 万円）の方の場合････ 

○ 賃金月額には上限額（令和７年８月１日現在 483,300 円）がありま

す。このため、この場合の休業開始時の賃金日額は 16,110 円（賃金月

額は 483,300 円）となります。 

① 支給対象期間中に賃金が支払われていない場合 

（賃金月額の 30％以下） 

→ 支給額＝16,110 円×30 日×50％＝241,650 円（支給限度額（給

付率 50％）） 

② 支給対象期間中に賃金が 30 万円支払われた場合 

（賃金月額 30％超～80％未満） 

休業開始時賃金月額の 80％＝16,110×30×80％＝386,640 円 

→ 支給額＝386,640－300,000＝86,640 円 

③ 支給対象期間中に賃金が 39 万円支払われた場合 

（賃金月額の 80％以上） 

→ 支給されません。 
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（6）受給資格の確認は・・・・・ 

雇用する被保険者が育児休業を開始したときは、次の手続が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「賃金証明書」の提出について 

被保険者が１歳(一定の場合１歳２か月)未満の子を養育するための育児休

業を開始した場合は、初回の支給申請を行う日までに「賃金証明書」を、事

業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。 

ただし、受給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始

日から起算して４か月を経過する日の属する月の末日までに提出することが

できます。 

なお、同一の子について初回の育児休業給付金の申請以前に出生時育児休

業給付金の支給を受けている場合など、既に賃金月額の届出を行っている場

合は改めて届け出る必要はございません。 

ロ 受給資格の確認とその通知について 

上記イの賃金証明書を提出する際は、「受給資格確認票」を添付してください。 

これにより、育児休業給付金の受給資格がある場合は「育児休業給付受給資

格確認通知書」及び次回使用すべき「育児休業給付金／出生後休業支援給付金

届出書類･･･「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（育児）」（以下「賃

金月額証明書」という。） 

「育児休業給付受給資格確認票･（初回）育児休業給付金／出生後休業

支援給付金支給申請書」（以下「受給資格確認票」という。） 

提出期間･･･受給資格確認手続のみ行う場合、初回の支給申請を行う日まで。受

給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、休業開始日か

ら、当該日から起算して４か月を経過する日の属する月の末日まで。 

届 出 先･･･事業所の所在地を管轄するハローワーク 

持参するもの･･･ 

 （1）受給資格の確認手続のみ行う場合 

○賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休

業取扱通知書など育児を開始した日やその前の賃金支払状況を証明できる

書類 

○母子健康手帳など出産日、出産予定日及び育児の事実を確認できる書類 

（2）初回申請も同時に行う場合 

○(1)の書類及び賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード等対象育児休

業期間中の賃金支払い状況等を証明できる書類 

○（出生後休業支援給付金の支給申請も一体的に行う場合） 

 出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

（45 ページ参照） 

 

※受給資格確認票は、マイナンバーを記載して提出してください。 
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支給申請書」を交付します。 

また、受給資格がない場合は「育児休業給付受給資格否認通知書」を交付し

ます。 

これらの通知書は、（受給資格を確認した場合は支給申請書とともに）必ず被

保険者にお渡しください。 

ハ 次回支給申請日等の指定について 

「育児休業給付次回支給申請日指定通知書（事業主通知用）」は、次回支給

申請期間を指定するもので、事業主の方に通知されます。 

 

（7）支給申請は・・・・・ 

雇用する被保険者が受給資格の確認を受けたときは、以下の手続により、育児休

業給付金の支給を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 育児休業給付金の支給を受ける場合について 

育児休業給付金は、各支給単位期間について、「支給要件」を満たした場合

に支給されます。（24 ページ参照） 

ただし、あらかじめ支給を受けられないことが明らかである場合であって

も、支給申請書の表題を「次回支給申請期間指定届」と変更して提出してくだ

さい。これにより、その次の支給対象期間と支給申請期間の指定を受けるこ

ととなります。 

 

ロ 支給申請の時期について 

支給申請は、原則として２か月ごとに行います。 

なお、支給申請の期限は、支給対象期間の初日から起算して４か月を経過 

する日の属する月の末日までの期間となっています。（「次回支給申請日指定 

通知書（事業主用）」に印字されています。） 

※ 被保険者本人が希望する場合、１か月に一度、支給申請を行うことも

可能です。 

 

届出書類･･･「育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書」（以下「支給申

請書」という。） 

提出期限･･･支給対象期間の初日から起算して４か月を経過する日の属する月の末

日まで（「次回支給申請日指定通知書（事業主通知用）」に印字されてい

ます。） 

届 出 先･･･事業所の所在地を管轄するハローワーク 

持参するもの･･･賃金台帳、出勤簿（タイムカード）、労働者名簿、雇用契約書など 

※ 出生後休業支援給付金の支給申請も一体的に行う場合は、出生後休業支援給付金の支給

要件を満たしていることが確認できる書類（45ページ参照）も必要です。 
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ハ 同一の子について分割して育児休業を取得する場合について 

２回目の育児休業に係る支給単位期間は、当該２回目の休業開始日又は当

該休業開始日の応当日から、それぞれその翌月の応当日の前日までの１か月

ごとです。この場合、改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、受給

資格確認票・（初回）／出生後支給申請書により申請いただきます。（電子申請

の場合は、「雇用保険育児休業等給付（育児休業給付金・出生後休業支援給付

金）の申請（分割取得）（令和７年４月以降手続き）」を利用してください。） 

２回目の育児休業を取得する旨の申出があった際、新たに支給申請期間を

指定して通知します。 

 

（8）延長申請は・・・・・ 

延長事由（23 ページ参照）が生じた場合は、支給申請の手続のための添付書類（賃

金台帳や出勤簿等）と併せて、以下の書類を添付してください。 

また、併せて支給申請書（65 ページ参照）の 18 欄（（支給対象期間延長事由－期

間）、初回申請書（63ページ参照）の場合は 26 欄）に必要な事項を記載してくださ

い。 

なお、育児休業の申出に係る子の１歳に達する日後の延長、１歳６か月に達する

日後の延長について、それぞれ延長手続が必要です。 

(※転職や転籍などで被保険者資格を喪失・取得した場合は、喪失した事業所の育児休業と取

得した事業所の育児休業は分割され、取得した事業所において新たな支給単位期間が指定さ

れます。なおこの場合の１歳に達する日以後に係る育児休業においては、出向の場合の除き

（26ページ参照）分割取得できないため、新たに被保険者資格を取得した事業所での育児休

業は給付の対象となりません。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保育所等※１による保育が実施されない････育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告

書、市区町村に提出した保育所等の利用申込書の

写し、市区町村により発行された保育所等におけ

る保育が当面行われないことが明らかになる通知 

※１ 保育所等とは、児童福祉法第 39 条第１項に定める保育所、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第２条第６項に定める認定

こども園または児童福祉法第 24 条第２項に定める家庭的保育事業等をいい、いわゆる無認可保

育所は含まれません。 

 

○ 養育を予定していた配偶者の死亡･････････････住民票の写しと母子健康手帳 

○ 養育を予定していた配偶者の疾病、負傷等･････医師の診断書 

○ 養育を予定していた配偶者との別居･･･････････住民票の写しと母子健康手帳 

○ 養育を予定していた配偶者の産前産後休業･････産前産後休業に係る母子健康手帳 
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「保育所等による保育が実施されない」ことを理由に延長手続きを行うためには、以下

の要件すべてを満たすことが必要です。 

 あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていること 

保育利用の申込みは、入所申込み年月日が、子が１歳に達する日（※）または１

歳６か月に達する日までの日付となっていることが必要です。単に申込みを失念し

ていた場合や、入所申込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」

との返答があり、期限内に申込みを行わなかった場合は、延長は認められません。 

 ただし、①子の病気や障害により特別な配慮が必要であり、保育体制が整備され

ていない等の理由で入所申込みを市区町村が受け付けない場合や、②お住まいの市

区町村で子が１歳に達する日（※）の翌日を含む月の入所を対象とした募集がなく、

入所申込みの受け付けができないとされた場合に、１歳に達する日（※）の翌日の

２か月後までの日を入所希望日として入所申込みを行ったときは、延長を認められ

る場合があります。 

 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものである

と公共職業安定所長が認めること 

原則として子が１歳に達する日（※）の翌日または１歳６か月に達する日の翌日

以前の日を入所希望日として入所申込みをしていること、申し込んだ保育所等が合

理的な理由なく自宅から通所に片道 30 分以上要する施設のみなっていないこと及

び市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨

の意思表示をしていないことや、やむを得ない理由（内定の辞退について申込み時

点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子ども

を入所させることができなかった場合）なしに内定辞退を行っていないか等により

判断します。 

 子が１歳に達する日（※）の翌日または１歳６か月に達する日の翌日の時点で保育

所等に利用できる見込みがないこと 

子が１歳に達する日（※）の翌日または１歳６か月に達する日の翌日時点で保育

が実施されないことを確認するため、発行年月日が、子が１歳に達する日（※）の

翌日または１歳６か月に達する日の２か月前（４月入所申込みの場合は３か月前）

の日以後となっている市区町村の通知書を添付して下さい。 

 
 （※）パパ・ママ育休プラス制度（36 ページ参照）により、育児休業終了予定日が子が１歳に達す 

る日の翌日以後である場合は育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が１歳２か 

月に達する日である場合は１歳２か月に達する日。 

 

なお、保育所等に入れなかったことを理由とする延長手続きの詳細については厚 

生労働省ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html） 
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延長申請の例示１（１歳に達する日後の延長申請） 

○出産日９月９日  ○休業開始日 11 月５日 

○延長事由：保育所による保育が実施されない 

 

 

 

 

７月 ８月 ９月 ６月 10 月 11 月 

８（6/5～7/4 分） 

９（7/5～8/4 分） 

 

支給単位期間７（5/5～6/4）→６月５日～８月 31 日まで申請期間 

10（8/5～9/4 分） 

11（9/5～9/7 分） 

 

９月８日（１歳到達日） 

解説 

◎ 支給単位期間７の申請時では、延長申請はできません。 

◎ 支給単位期間８･９の申請時では、９月８日（１歳到達日）後に支給申請を

行う場合であれば、延長に必要な確認書類を持参していただくことで、延長が

可能です。 

◎ 支給単位期間 10･11 の申請時では、延長に必要な確認書類を持参していただ

くことで、延長が可能です。 

育児休業開始 

11/5 

支給単位期間８（6/5～7/4）→８月５日～10 月 31 日まで申請期間 

支給単位期間９（7/5～8/4）→８月５日～10 月 31 日まで申請期間 

支給単位期間 10（8/5～9/4）→９月８日～12月 31 日まで申請期間 

支給単位期間 11（9/5～9/7）→９月８日～12月 31 日まで申請期間 
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延長申請の例示２（１歳に達する日後の延長申請） 

○出産日９月９日  ○休業開始日 11 月５日 

○延長事由：保育所による保育が実施されない 

 

 

 

 
７月 ８月 ９月 ６月 10 月 11 月 

７（5/5～6/4 分） 

８（6/5～7/4 分） 

 

支給単位期間７（5/5～6/4）→７月５日～９月 30 日まで申請期間 

支給単位期間８（6/5～7/4）→７月５日～９月 30 日まで申請期間 

９（7/5～8/4 分） 

10（8/5～9/4 分） 

 

９月８日（１歳到達日） 

解説 

◎ 支給単位期間７･８の申請時では、延長申請はできません。 

◎ 支給単位期間９･10 の申請時では、９月８日（１歳到達日）後に支給申請を行

う場合であれば、延長に必要な確認書類を持参していただくことで、延長が可能

です。 

◎ 支給単位期間 11 の申請時では、延長に必要な確認書類を持参していただくこ

とで、延長が可能です。 

育児休業開始 

11/5 

支給単位期間９（7/5～8/4）→９月５日～11 月 30 日まで申請期間 

支給単位期間 10（8/5～9/4）→９月５日～11月 30 日まで申請期間 

支給単位期間 11（9/5～9/7）→９月８日～１月 31 日まで申請期間 

 

11（9/5～9/7 分） 
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例示１～例示３のとおり、育児休業給付金の延長申請は、以下の①または②

の申請時に、必要な確認書類を持参していただく必要がありますのでご注意く

ださい。 

① 延長する期間の直前の支給単位期間の支給申請時。（ただし１歳又は１

歳６か月到達日以降の申請時に限る。） 

② １歳又は１歳６か月到達日を含む延長後の支給単位期間の支給申請時。 

 

 

延長申請の例示３（１歳６か月に達する日後の延長申請） 

○出産日９月９日  ○休業開始日 11 月５日 

○延長事由：保育所による保育が実施されない 

 

 

 

11 月 12 月 １月 12 月 ２月 ３月 

支給単位期間 13（11/5～12/4）→12 月５日～２月末日まで申請期間 

14（12/5～1/4 分） 

15（1/5～2/4 分） 

３月８日（１歳６か月到

達日） 

解説 

◎ 支給単位期間 13 の申請時では、延長申請はできません。 

◎ 支給単位期間 14･15 の申請時では、３月８日（１歳６か月到達日）後に支給申

請を行う場合であれば、延長に必要な確認書類を持参していただくことで、延長

が可能です。 

◎ 支給単位期間 16･17 の申請時では、延長に必要な確認書類を持参していただく

ことで、延長が可能です。 

育児休業開始 

11/5 

支給単位期間 14（12/5～1/4）→２月５日～４月 30 日まで申請期間 

支給単位期間 15（1/5～2/4）→２月５日～４月 30 日まで申請期間 

支給単位期間 16（2/5～3/4）→３月８日～６月 30 日まで申請期間 

支給単位期間 17（3/5～3/7）→３月８日～６月 30 日まで申請期間 

４月 11 月 

13（11/5～

12/4 分） 

16（2/5～3/4 分） 

17（3/5～3/7 分） 



35 

 

 

 

 

 

（9）１歳２か月まで支給対象となる場合は・・・ 

｢父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得期間の延長いわゆるパパマ

マ育休プラス制度｣を利用して育児休業を取得する場合には、以下の①～③すべて

に該当する場合に、一定の要件を満たせば、子が１歳２か月に達する日の前日まで、

最大１年間育児休業給付金が支給されます。 

    

 

 

 

 

※  上記②、③の配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員

などの公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。 

※  父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は原則１年

間となります。 

母の休業の場合は、出産日（産前休業の末日となります。）と産後休業期

間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて１年間が上限となります。 

 

例示１ 

 

 

    母 

 

    父 

 

 

 

 

 

   例示２ 

 

 

    母 

 

    父 

 

 

 

 

※ 延長申請を行わなかった場合には、延長されませんので、ご注意ください。 

① 育児休業開始日が、当該子が１歳に達する日の翌日以前である場合。 

② 育児休業開始日が、当該子に係る配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある当

該者を含む。以下同じ）が取得している育児休業期間の初日以後である場合。 

③ 配偶者が当該子の１歳に達する日以前に育児休業を取得していること。 

 

出産日 

 

育児休業開始日 

育児休業 

１歳到達日の翌日までに育児休業を開始

した場合は、「パパ・ママ育休プラス制度」

の対象となり、支給対象となります。 

産後休業 産前休業 

▼ 

育児休業 

前日 前日 翌日 

１歳２か月に達する日の翌日において延長事由（23 ペ

ージ参照）に該当した場合は、子が１歳６か月に達す

る日の前日までの期間が支給対象となります。（父が引

き続き取得することも可能です。） 

１歳２か月到達１歳到達日 

▲ 

育児休業開始日 

出産日 

育児休業開始日 

育児休業 産後休業 産前休業 

▼ 

育児休業 

前日 前日 翌日 

１歳２か月到達１歳到達日 

育児休業開始日 

▲ 

１歳６か月到達

前日 

育休延長 

「パパママ育休プラス制度」の

対象で、支給対象となります。 
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    延長申請の方法 

原則として子が 1 歳に達する日を含む支給単位期間に係る支給申請時まで

に、支給申請書の下記イまたはロに、配偶者の育児休業取得の有無、配偶者

の雇用保険被保険者番号（雇用保険の被保険者である場合）を記載して申請

してください。 

イ 初回の支給申請時には、「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休

業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書」の 27、28 欄（63～64 ペー

ジ参照） 

ロ 2 回目以降の支給申請時には、「育児休業給付金支給申請書」の 19、20 欄

（65～66 ページ参照）） 

     

    添付書類 

受給資格確認や支給申請の際の確認書類（31～32 ページ参照）に加えて、

下記の書類を提出してください。 

    イ 被保険者の配偶者であることが確認できる書類 

○世帯全員について記載された住民票の写し。 

○民生委員の証明書等（事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるとき） 

    ロ 被保険者の配偶者の育児休業の取得を確認できる書類 

○配偶者の育児休業取扱通知書の写し 

○（上記がない場合）配偶者の疎明書（任意の様式）等配偶者の育児休業

の取得を確認できる書類 

 ※ 支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号が記載されており、配偶

者の育児休業給付受給の有無を確認できる場合はロの書類を省略するこ

とができます。 

 

（10）支給申請の結果は・・・・・ 

支給申請後は、支給の可否及び支給額を記載した「育児休業給付金支給決定通

知書」と次回の支給申請の際に使用する「育児休業給付金支給申請書」を交付い

たしますので、必ず被保険者に対して交付してください。 

 

（11） 給付金の口座振込みは・・・・・ 

支給決定された育児休業給付金は、支給決定日（支給決定通知書に印字されて

います。）から約１週間後に、申請者本人が指定した金融機関の本人名義の普通

預（貯）金口座に振り込まれます。 

また、振込者名は「コウセイロウドウショウ ショクギョウアンテイキョク」

となります（金融機関によっては、振込者名の表示が途切れたりする場合があり

ます）。 
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（12） 受給中に離職した場合は・・・・・ 

原則として、離職日（雇用保険被保険者資格の喪失日の前日）まで（令和７年

３月 31 日以前に離職した方については喪失日の属する支給単位期間の前の支給

単位期間まで）が支給対象です。 (※所定労働時間が 20 時間未満となるなど被

保険者でなくなった場合も同様です。) 

また、支給単位期間の途中で転職等をし、１日の空白もなく被保険者資格を喪

失・取得した場合は、喪失に係る事業所の育児休業と取得に係る事業所の育児休

業は分割したものとして取扱います。引き続き育児休業を取得する場合は、転職

後の事業主からの支給申請により、支給対象となりえますが、１歳に達する日以

後においては、分割取得できないため、新たに被保険者資格を取得した事業所で

の育児休業は給付の対象となりません。 

なお、出向（出向解除を含む。26 ページ参照）について、１日の空白もなく被

保険者資格を喪失・取得した場合は、令和７年４月１日以降は分割取得の回数か

ら除外されるため、給付の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例示 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 ８月 ９月 ６月 10 月 

①（5/15～6/14 分） 

②（6/15～7/14 分） 

③（7/15～8/14 分） 

④（8/15～9/14 分） 

例示１ ８月 31日付けで離職した場合・・・ 

④の期間（8/15～9/14）は、8/15～8/31 の日数分が支給対象と

なります。 

このため、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出の際、併せ

て 8/15～8/31 までの支給申請を行ってください。 

例示２ ９月 14日付けで離職した場合・・・ 

④の期間（8/15～9/14）は支給対象となります。 

このため、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出の際、併せ

て④の期間（8/15～9/14）までの支給申請を行ってください。 

⑤（9/15～10/14 分） 

⑥（10/15～11/14 分） 



38 

５ 出生後休業支援給付金について 

（1）出生後休業支援給付とは・・・・・ 

出生後休業支援給付は、令和７年４月から受け取ることができるようになった給

付です。出生時育児休業（産後パパ育休）または育児休業を取得した被保険者で、

出生後休業支援給付の支給要件を満たす場合は、出生時育児休業給付金または育児

休業給付金とあわせて、出生後休業支援給付金の支給を受けることができます。 

 

支給のイメージは以下の図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）支給要件は・・・・・ 

次の要件をすべて満たしている場合に支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続きます） 

 

イ 当該被保険者が、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給され

る産後パパ育休（出生時育児休業）または育児休業給付金が支給される育

児休業を対象期間（※１）に通算して 14 日以上取得していること。 

※１ 対象期間とは、次の期間をいいます。 

 ・ 被保険者が産後休業をしていない場合（被保険者が父親または子が養子の場合）は、「子の出生 

日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して 

８週間を経過する日の翌日」までの期間。 

 ・ 被保険者が産後休業をしている場合（被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合）は、「子の出 

生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算し 

て 16 週間を経過する日の翌日」までの期間。 

 

ロ 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から

「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過す

る日の翌日」までの期間に通算して 14 日以上の育児休業（※１）を取得し

たこと。または、子の出生日の翌日において、以下に掲げる「配偶者の育児

休業を要件としない場合」に該当していること。 

 

 

（給付率 2/

３） 

（出産手当金) 

給付率５０％ 

（育児休業給付金） 

出産 育児休業開始 

１180日 ８週間 １ 歳 ２

母

父
給付率６７％ 

（育児休業給付金） 

給付率５０％ 

（育児休業給付金） 

育児休業開始 

   給付率６７％ 

   （育児休業給付金） 

152日（180日－28日） 

給付率 

67％ 

28日 

28日 

13％ 

13％ 

あわせて給付率 80％ 

（手取り 10割相当） 

出生後休業 
支援給付金 
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（前ページの続きです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 被保険者の配偶者がする育児休業は、被保険者の配偶者が雇用保険被保険者の場合は、出生時育児休業給付

金または育児休業が支給される休業となり、給付金が支給決定されていることを確認します。被保険者の配偶者

が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）の場合は、各種法律（国会職員の育児休業等に関する法律第３

条第２項、国家公務員の育児休業等に関する法律第３条第２項（同法第 27 条第１項及び裁判所職員臨時措置法

（第７号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第２

項、裁判官の育児休業に関する法律第２条第２項）の規定による請求に係る育児休業となります。 

 

《 配偶者の育児休業を要件としない場合 》 

子の出生日の翌日において、以下の１～７いずれかに該当する場合は、「配偶者の育児休

業を要件としない場合」に該当します。 

１．配偶者がいない 

  配偶者が行方不明の場合（配偶者が勤務先において３か月以上無断欠席が続いている場合または災害に 

より行方不明になっている場合に限る。）も含みます。 

２．配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない 

３．被保険者が配偶者から暴力を受け別居中 

４．配偶者が無業者 

５．配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない 

６．配偶者が産後休業中 

７．１～６以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない 

（47 ページの「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができない理由」の 

いずれかに該当する場合が該当となります。） 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生後休業支援給付金の支給要件の確認のポイント 

被保険者が父親、かつ、子が

養子でない場合 

被保険者が母親、または、子

が養子の場合 

• 「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかの事由（主に、４，５，

６のいずれか）に該当することになります。 

配偶者がいる 配偶者がいない 

• 「配偶者の育児休業を要件としない場合」の「１」に該当することになります。 

• 配偶者が行方不明の場合（条件があります）、配偶者が被保険者の子と法律上の

親子関係がない場合の「２」、被保険者が配偶者から暴力を受け別居中の場合の

「３」も同等に取り扱います。 

配偶者が雇用される 

労働者である 

配偶者が雇用される 

労働者でない 

• 「配偶者の育児休業を要件としない場合」の「４」または「５」に該当する

ことになります。 

配偶者が給付金の対象となる

育児休業を取得することがで

きる 

配偶者が給付金の対象となる育児休業を取

得することができない 

• 「配偶者の育児休業を要件としない場合」の「７」に該当することになります。 

配偶者が一定の期間（注）内に 14

日以上の育児休業をしていない 

配偶者が一定の期間（注）内に 14 日以上の

育児休業をしている 

• 配偶者が雇用保険被保険者の場合は支給申請書の「配偶者の被保険者番号」

欄に、配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）の場合は支

給申請書の「配偶者の育児休業開始年月日」欄に記載の上、45 ページの配偶

者の育児休業取得状況等が確認できる書類を提出してください。 

被保険者は、出生後休業支

援給付金の支給要件を満た

しません。 

被保険者が配偶者の要件を満たす場合は、被保険者は、対象期間に出生時育

児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を 14 日以上取得して

いれば、出生後休業支援給付金の支給要件を満たすこととなります。 

（注）一定の期間とは、「子の出生日また

は出産予定日のうち早い日」から「子

の出生日または出産予定日のうち遅

い日から起算して８週間を経過する

日の翌日」までの期間をいいます。 

被
保
険
者
が
配
偶
者
の
要
件
を
満
た
す
場
合 

出生後休業支援給付金の支給を受けるには、被保険者が配偶者の要件を満たした上で、対象期間に出生時育児

休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を 14 日以上取得している必要があります。 
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（3）支給額は・・・・・ 

① 休業期間中の就労に対して賃金が支払われていない場合 

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（28 日が上限）×13％ 

② 休業期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われている場合 

出生時育児休業給付金、育児休業給付金とは異なり、賃金が支払われた場

合でも出生後休業支援給付金は減額されませんが、支払われた賃金が「休業

開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80%以上の額となり出生時育児休業給

付金または育児休業給付金が支給されない場合（下図ロのケース）は、出生

後休業支援給付金も支給されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、以下の賃金日額上限額により支給額を算出し、減額される場合や支

給されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80％未満

の場合 

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（28 日が上限）×13％  

ロ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80％以上

の場合 

支給額＝支給されません。 

 

上限額 16,110 円 

支給上限額 58,640 円（上限額 16,110 円×最大支給日数 28 日×13%） 

 

※ 上限額は、毎年 8 月 1 日に変更される場合があります。 

 

令和 7 年 8 月 1 日現在の休業開始時賃金日額、支給上限額について 
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【支給算出額の事例１】 

（20 ページの【支給算出事例１】で出生後休業支援給付金も支給されるとき） 

休業開始時の賃金日額が 7,000 円であって 14日間の出生時育児休業を取得した

場合（休業開始時賃金日額×休業期間の日数＝98,000 円） 

① 支給対象期間中に賃金が支払われていない場合 

→ 出生時育児休業給付金の支給額＝7,000×14 日×67％＝65,660 円 

→ 出生後休業支援給付金の支給額＝7,000×14 日×13％＝12,740 円 

② この期間に３日労働して賃金 21,000 円が支払われた場合 

    （「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 13％～80％） 

14 日分の賃金日額の 80％＝7,000 円×14 日×80％＝78,400 円 

→ 出生時育児休業給付金の支給額＝78,400－21,000＝57,400 円 

→ 出生後休業支援給付金の支給額＝7,000×14 日×13％＝12,740 円 

③ この期間分の賃金として 8 万円支払われた場合 

（「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の 80％以上） 

→ 出生時育児休業給付金は支給されません。 

   → 出生後休業支援給付金は支給されません。 

【支給算出額の事例２】 

（28 ページの【支給算出事例２】の場合で支給率 67%、出生後休業支援給付金 

も支給されるとき）賃金日額が 16,500 円（月 49.5 万円）の方の場合････ 

○ 賃金月額には上限額（令和７年８月１日現在 483,300 円）があります。この

ため、この場合の休業開始時の賃金日額は 16,110 円（賃金月額は 483,300 円）

となります。 

① 支給対象期間中に賃金が支払われていない場合（賃金月額の 13％以下） 

→ 育児休業給付金の支給額 

＝16,110 円×30 日×67％＝323,811 円（支給限度額（給付率 67％）） 

→ 出生後休業支援給付金の支給額 

＝16,110 円×28 日（上限日数）×13％＝58,640 円（支給限度額） 

② 支給対象期間中に賃金が 30 万円支払われた場合 

（賃金月額 13％超～80％未満） 

（休業開始時賃金月額の 80％＝16,110×30×80％＝386,640 円＞300,000 円の

ため出生後休業支援給付金は減額せず支給可能） 

→ 育児休業給付金の支給額＝386,640－300,000＝86,640 円 

→ 出生後休業支援給付金の支給額 

＝16,110 円×28 日（上限日数）×13％＝58,640 円（支給限度額） 

③ 支給対象期間中に賃金が 39 万円支払われた場合（賃金月額の 80％以上） 

→ 育児休業給付金は支給されません。 

→ 出生後休業支援給付金は支給されません。 
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（4）受給資格確認・支給申請は・・・・・ 

出生後休業支援給付金の支給申請は、出生時育児休業給付金の支給申請（20 ペー

ジ参照）または初回の育児休業給付金の支給申請（30 ページ参照）と一体的に行う

ことを原則としますが、出生時育児休業給付金または初回の育児休業給付金の支給

決定後であれば、出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行うこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出書類･･･ 

 ○ 出生時育児休業給付金または初回の育児休業給付金と一体的に申請を行

う場合 

   出生時育児休業給付金と一体的に申請を行う場合は、申請書（61 ページ

参照）の 20～22 欄のいずれか１つの該当する欄に、初回の育児休業給付

金と一体的に申請を行う場合は、申請書（63 ページ参照）の 28・29・31

欄のいずれか１つの該当する欄に、出生後休業支援給付金の支給要件を

満たす事由を記載して提出してください。 

 ○ 出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行う場合 

   出生後休業支援給付金支給申請書 

提出期間･･･ 

 ○ 出生時育児休業給付金または初回の育児休業給付金と一体的に申請を行う

場合 

それぞれの申請書の提出期間と同じ。なお、一度出生後休業支援給付金が

不支給となり、後日出生後休業支援給付金の支給要件を満たしたときは、

要件を満たした日から 10 日以内に出生後休業支援給付金支給申請書を提

出してください。 

 ○ 出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行う場合 

   被保険者の育児休業開始日から起算して４か月を経過する日の属する月の

翌日まで 

 （※ この場合、既に申請した出生時育児休業給付金または初回の育児休業給

付金の支給決定がされた後でなければ申請できません。いずれか申請され

た給付金の支給決定通知書が送付された後や、入金が確認できた後に申請

を行っていただくようお願いします。） 

届 出 先･･･事業所の所在地を管轄するハローワーク 

持参するもの･･･ 

 ○ 出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

（45 ページ参照）が必要ですが、配偶者が子を出産している場合（子が養

子でない場合）は、母子健康手帳、医師の診断書（分娩（出産）予定証明

書）等の出産予定日及び出産日を確認することができるものが必要書類と

なります。 
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イ 出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類 

被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子

の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日

の翌日」までの期間に 14 日以上の育児休業をした場合は、配偶者の育児休

業取得状況等が確認できる書類を提出してください。 

 

○配偶者が雇用保険被保険者である場合 

 世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等、支給対象  

者の配偶者であることが確認できるもの 

※ この場合、支給申請書の「配偶者の雇用保険被保険者番号」欄を記

載してください。ハローワークにおいて、記載された番号に該当する

方が出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給日数が要件を

満たしているかの確認を行います。 

 

○配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）の場合 

 以下のいずれもの書類を提出してください。 

・世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等、支給対  

象者の配偶者であることが確認できるもの 

・育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、または、育  

児休業手当金の支給決定通知書の写しなど、配偶者の育児休業の取得

期間を確認できるもの 

    ※ この場合、支給申請書の、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記載し

てください。 

 

     また、被保険者の配偶者が、子の出生日の翌日において「配偶者の育児  

休業を要件としない場合」に該当している場合は、配偶者が育児休業を要件

としない場合に該当していることが確認できる書類（46 ページ参照）を提出

してください。 

     なお、被保険者の配偶者が子を出産している場合（被保険者が父親、かつ、

子が養子でない場合）は、被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配

偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかに該当することから、母子

健康手帳（出生届済証明のページ）または医師の診断書（分娩（出産）予定

日証明書）（いずれも写し可）を提出すれば、46 ページに記載の確認書類を

省略することができます。ただし、支給申請書の「配偶者の状態」欄には 46

ページの該当する番号を記載してください。 
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○「配偶者の育児休業を要件としない場合」の確認書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※） 配偶者が育児休業をすることができないことの申告書は 47 ページをご参照 

 ください。なお、申告書の様式は厚生労働省ホームページでも掲載しています。 

   （https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372732.docx） 
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配偶者が育児休業をすることができないことの申告書 

 

 （※）以下の様式は、厚生労働省ホームページにて掲載しています。 

・雇用保険被保険者でないことの証明書 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372733.docx） 

・賃金支払状況についての証明書 

 （https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372734.docx） 

・育児休業証明書 

 （https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372737.docx） 

（※） 

（※） 

（※） 
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ロ 受給資格の確認・支給申請とその通知について 

出生後休業支援給付金の受給要件を満たした場合は、「出生後休業支援給付

金支給決定通知書」を、受給要件を満たさない場合は、「出生後休業支援給付

金不支給決定通知書」をそれぞれ交付します。支給額が算定されたときは、

支給額が記載され、不支給決定されたときは、不支給の理由が記載されます。 

これらの通知書は、必ず被保険者にお渡しください。 

 

（5）給付金の口座振込みは・・・・・ 

支給決定された出生後休業支援給付金は、支給決定日（支給決定通知書に印字さ

れています。）から約１週間後に、申請者本人が指定した金融機関の本人名義の普通

預金（貯金）口座に振り込まれます。 

また、振込者名は「コウセイロウドウショウ ショクギョウアンテイキョク」と

なります（金融機関によっては、振込者名の表示が途切れたりする場合があります）。 

６ 育児時短就業給付金について 

（1）育児時短就業給付とは・・・・・ 

育児時短就業給付は、令和７年４月から新しく受け取ることができるようになっ

た給付です。雇用保険の被保険者本人が、２歳未満の子を養育するために時短勤務

を行った場合で、一定の要件を満たしたときに、育児時短就業給付金の支給を受け

ることができます。 

 

（2）受給資格は・・・・・ 

育児時短就業給付金を受給するには、２歳未満の子を養育するために時短勤務を

行う被保険者で、以下の条件に該当することが必要です。受給資格の確認申請につ

いては（6）を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続きます） 

（次ページに続きます） 

 

次のいずれにも該当すること。 

イ ２歳未満の子を養育するために、１週間当たりの所定労働時間を短縮して就

業（以下「育児時短就業」という。）する被保険者であること。（※） 

ここでいう「育児時短就業」とは、２歳に満たない子を養育するために被保険者か 

らの申出に基づき、事業主が講じた１週間当たりの所定労働時間を短縮する措置（１

週間当たりの所定労働日数を変更した結果、１週間当たりの所定労働時間が短縮 

される場合を含む。）をいい、短縮後の１週間当たりの所定労働時間に上限・下限は 

ありません。 

 また、被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転

換、転職したことに伴い、１週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合は、育

児時短就業と取り扱います。 

 ただし、短縮後の１週間当たりの所定労働時間が 20 時間を下回る場合は、子が小

学校就学の始期に達するまでに１週間の所定労働時間が 20 時間以上となる労働条件

に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合を除き、

雇用保険の被保険者資格を喪失することとなり、給付金の支給対象となりません。 
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（前ページの続きです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 労働協約の締結や就業規則の変更等により、事業所における被保険者に適用される所

定労働時間が一律に短縮された場合についても、当該短縮後の就業は育児時短就業とし

て取り扱いません。 

※ 職場復帰後、同一の子について行う時短就業に回数の制限はありません。 

 

ロ 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時

短就業を開始したこと（※１） 

  または、育児時短就業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が 11 日

以上ある（ない場合は就業している時間数が 80 時間以上の）完全月（※２）が

12 か月以上あること。 

※１ 育児休業終了の翌日（復職日）から育児時短就業を開始する場合に加え、育児

休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が 14 日以内の場合をいいます。 

※２ は育児休業給付金と同じです（22 ページ参照）。 

特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの育児時短就業の取扱い

は、以下のとおりです。 

 

○フレックスタイム制の適用を受けている場合 

清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取

り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイム

の一部または全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けると

きは、育児時短就業と取り扱いません。 

 

○変形労働時間制の適用を受けている場合 

対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱い

ます。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の１週間の平均労

働を下回る期間（いわゆる閑散期）は育児時短就業と取り扱いません。 

 

○裁量労働制の適用を受けている場合  

みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。 

 

○いわゆる「シフト制（※）」で就労する場合 

実際の労働時間に基づいて、１週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が

確認できるときは、育児時短就業と取り扱います。 

（※）「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的

に定めず、一定期間ことに作成される勤務割りや勤務シフトなどにおい

て初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態をいいます。 
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この受給資格の確認を受けた被保険者であって、育児時短就業中に支払われた賃

金の額が、育児時短就業開始時の賃金月額に比べて低下している等、支給要件を満

たした場合に、育児時短就業給付金を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）支給要件は・・・・・ 

育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する

月までの各暦月（これを「支給対象月」といいます。）について、次の要件をすべて

満たしている場合に支給対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

   

育児時短就業給付金の対象とならないケース 

  例示：月の途中で離職し、被保険者資格を喪失した場合 

 

 

 

 

 

  （3）支給要件イ「支給対象月の初日から末日まで続けて、被保険者であること。」 

を満たさないため、離職した月は支給の対象となりません。 

 

※「育児時短就業時賃金月額」とは、 

原則、同一の子にかかる最初の育児時短就業開始前直近 6 か月（賃金支払基礎日数が 11 日

未満の賃金月は除く。また、当該休業開始前 2 年間に賃金支払基礎日数が 11 日以上の賃金月

が 6 か月に満たない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が 80時間以上である賃金月）

の賃金を 180 で除した額が「賃金日額」となり、支給日数を 30 日とした場合の「休業開始時

賃金日額×支給日数」が賃金月額となります。 

ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業

を開始した場合は、当該育児休業給付に係る休業開始時賃金日額を育児時短就業開始時賃金

日額とします。 

なお、賃金月額には、以下のとおり上限額及び下限額があります。算定した額が上限額を超

える場合は上限額に、算定した額が下限額を下回る場合には下限額となります。 

上限額 483,300 円※（令和 7年 7月 31 日までは 470,700 円） 

下限額   90,420 円※（令和 7年 7月 31 日までは 86,070 円） 

※ 上限額及び下限額は、毎年 8月 1日に変更される場合があります。 

令和 7 年 8 月 1 日現在の賃金月額の上限額と下限額 

イ 支給対象月の初日から末日まで続けて、被保険者であること。 

ロ 支給対象月に、１週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある

こと。 

ハ 支給対象月の初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を

受給していないこと。 

二 支給対象月を対象に、高年齢雇用継続給付を受給していないこと 

3/21 被保険者資格喪失 

 （離職日の翌日） 

   時短就業 

3/1 

3/20 離職 
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（4）支給対象期間は・・・・・ 

育児時短就業給付金は、50 ページの(3)支給要件で記載しているとおり、「支給対

象月（育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属す

る月までの各暦月）」ごとに支給します。 

 

例示：月の途中から育児時短就業を開始・終了した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、次の①～④の日の属する月までが支給対象月となります。 

  ①育児時短就業に係る子が２歳に達する日の前日 

②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日 

③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した 

日の前月末日 

④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日 

 「その他の事由」とは、以下の事由をいいます。 

・ 子の離縁または養子縁組の取消（子が養子の場合） 

・ 子が他の者の養子となったこと等の事情により当該子と同居しなくなったこと 

・ 特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了したこと、または、養子縁  

組里親である被保険者への委託の措置が解除されたこと 

・ 被保険者の疾病・負傷、または身体上・精神上の障害により、子が２歳に達する

までの間、子を養育することができない状態になったこと 

 

   例示：月の途中から別の子について育児時短就業を開始した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

   同じ暦月（３月）において、子 A の育児時短就業を終了し、別の子 B について育児時   

短就業を開始した場合、その月（３月）は別の子 Bの育児時短就業の支給対象期間となり、

子 A の育児時短就業は前月（２月）までが支給対象月となります。 

4/21 育児休業から復帰と

同時に時短就業 

（時短就業を開始し た

4/1～30（支給対象月①） 

時短就業 

3/1～31 5/1～31（支給対象月②） 

育児休業  

3/1～31（支給対象月⑫） 

3/21 時短就業から 

    通常就業に復帰 

4/1～30 

3/20  

時短就業を終了した日 

4/16 子 A について 

 育児時短就業を開始 

4/1～30 

（子 A：支給対象月①） 

2/1～28 

（子 A：支給対象月⑪） 

3/1～31 

（子 B：支給対象月①） 

3/16 別の子 B について育

児時短就業を開始 

4/1～30 

（子 B：支給対象月②） 

時短就業 B 時短就業 A 
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（5）支給額は・・・・・ 

育児時短就業給付金の支給額は、支給対象月ごとに支払われた賃金に応じて以

下の計算式により決定されます。なお、育児時短就業の前後で賃金が減少してい

ないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合には支給されませんので

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 支払われた賃金額について 

賃金の支払対象となった期間ではなく、「賃金の支払日」を基準（106 ページのイ「支払われ 

た賃金額について」参照）としています。 

また、臨時に支払われる賃金及び３か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて、当該

支給対象月に支払われた賃金をいいます。当該支給対象月を対象とした賃金であっても、他の

月に支払われた賃金は含みません。 

 なお、賃金算定の事由が各月ごとに発生し、本来各月ごとに支払われるべきところ、単に支

払事務の便宜等のため数か月分一括して支払われる通勤手当等については、当該賃金が支払わ

れた以後の各支給対象月に、当該賃金額をその基礎となる月数で除した額が支払われたものと

取り扱います（107 ページのハ「数か月分一括払いの通勤手当等について」参照）。 

 ※２ 支給率について 

  ロの場合は、支給対象月に支払われた賃金額と支給額の合計が、育児時短就業開始時賃金月 

額を超えないよう、以下のとおり支給率を調整します。 

 

 

 

 

※3 支給限度額について 

  令和８年７月 31 日までの額：471,393 円 

イ 支払われた賃金額※１が育児時短就業開始時賃金月額の 90％以下の場合 

支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×10％  

ロ 支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の 90％超～100％未満の場合 

支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率※2 

ハ 支払われた賃金と、イまたはロによる支給額の合計額が、支給限度額※3 を超

える場合 

支給額＝支給限度額－支給対象月に支払われた賃金額 

支給率  ＝  9,000 ×                            － 90  × 
育児時短就業開始時賃金月額  

支給対象月に支払われた賃金額  × 100 100 

1 
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育児時短就業給付金が支給されないケースは以下のとおりです。 

 〇 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の 100％

以上の場合 

   この場合は、育児時短就業の前後で賃金が減少していないものとして支給さ

れません。 

 〇 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合 

  支給対象月に支払われた賃金額が、一定額以上の場合は、給付金が支給され

なくなることがあり、このときの基準額を支給限度額といいます。このため、

支給対象月に支払われた賃金額が、471,393 円（令和８年７月 31 日までの額）

以上の場合は支給されません。 

 〇 52 ページのイ～ハによる支給額が、最低限度額以下のとき 

  支給限度額とは逆に、算定された支給額が低額の場合は、給付金が支給され

なくなることがあり、このときの基準額を最低限度額といいます。このため、

52 ページのイ～ハによって算定された支給額が、2,411 円（令和８年７月 31

日）以下の場合は、支給されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支給算出額の事例１】 

育児時短就業開始時賃金月額：300,000 円、 

支給対象月に支払われた賃金額：200,000 円の場合 

→ 52 ページのイの場合に該当するため、 

支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×10％ となります。  

 

よって、支給額＝200,000×10％＝20,000 円 

 

【支給算出額の事例２】 

育児時短就業開始時賃金月額：300,000 円、 

支給対象月に支払われた賃金額：280,000 円の場合 

→ 52 ページのロの場合に該当するため、 

支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率となります。 

     調整後の支給率は、 

     ｛9,000 × 300,000 ÷ （280,000 × 100） － 90｝ ÷ 100 

＝ 0.06428… ≒ 6.43％（小数点第３位を四捨五入） 

 

よって、支給額＝280,000×6.43％＝18,004 円 
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なお、育児時短就業給付金の支給率については、以下の支給率早見表を参考にし

てください。 

 

育児時短就業給付金の支給率早見表 

賃金率 支給率 賃金率 支給率 賃金率 支給率 

100.00％ 0.00％  96.50％ 3.26％  93.00％ 6.77％ 

 99.50％ 0.45％  96.00％ 3.75％  92.50％ 7.30％ 

 99.00％ 0.91％  95.50％ 4.24％  92.00％ 7.83％ 

 98.50％ 1.37％  95.00％ 4.74％  91.50％ 8.36％ 

 98.00％ 1.84％  94.50％ 5.24％  91.00％ 8.90％ 

 97.50％ 2.31％  94.00％ 5.74％  90.50％ 9.45％ 

 97.00％ 2.78％  93.50％ 6.26％  90.00％ 10.00% 

〔早見表の見方〕 

 育児時短就業開始時賃金月額と比較した支給対象月に支払われた賃金額の割

合（賃金率）に応じた支給率を、支給対象月に支払われた賃金額に乗ずることに

より、育児時短就業給付金の支給額がわかります。 

（注１）育児時短就業開始時賃金月額は、算定した額が 483,300 円を超える場合は、483,300

円となります。また、算定した額が 90,420 円を下回る場合は、90,420 円となります。 

（注２）育児時短就業給付金の支給限度額は、471,393 円ですので、支給対象月に支払われ

た賃金の額に上記により算定した「支給額」を加えた額が471,393円を超える場合は、

471,393 円から支給対象月に支払われた賃金の額を減じた額が支給額となります。 

（注３）また、上記により算定した額が 2,411 円を超えない場合は、育児時短就業給付金は

支給されません。 

（注４）なお、（注１）から（注３）までの金額は、令和８年７月 31 日までの額です。「毎月

勤労統計」の平均定期給与額により毎年８月１日に改定されます。 

【支給算出額の事例３】 

育児時短就業開始時賃金月額：483,300 円（上限額）、 

支給対象月に支払われた賃金額：430,000 円の場合 

→ 52 ページのイの場合に該当するため、 

支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×10％ で算出され、  

支給額＝430,000×10％＝43,000 円 となりますが、 

この場合、52 ページのハの場合に該当するため、 

（430,000 円＋43,000 円＝473,000 円＞471,393 円（支給限度額）） 

支給額＝支給限度額－支給対象月に支払われた賃金額となります。  

      

よって、支給額＝471,393 円－430,000 円＝41,393 円 
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（6）受給資格確認・支給申請は・・・・・ 

雇用する被保険者が育児時短就業を開始したときは、次の手続が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 届出書類の提出について 

被保険者が育児時短就業を開始した場合は、初回の支給申請を行う日まで

に「賃金証明書」及び「受給資格確認票」を、事業所の所在地を管轄するハロ

ーワークに提出しなければなりません。ただし、受給資格の確認と初回支給

申請を同時に行う場合には、最初の支給対象月から起算して４か月を経過す

る日の属する月の末日までに提出することができます。 

届出書類･･･「雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書（育児）」（＝

賃金証明書） 

「育児時短就業給付受給資格確認票･（初回）育児時短就業給付金支給

申請書」（以下「受給資格確認票」という。） 

提出期間･･･受給資格確認手続のみ行う場合、初回の支給申請を行う日まで。受

給資格の確認と初回支給申請を同時に行う場合には、最初の支給対

象月（育児時短就業開始日の属する月）の初日から起算して４か月を

経過する日の属する月の末日まで。 

※ 被保険者が、育児時短就業を行う前に同一の子について育児休業を行っている場合は、当該

育児休業に係る育児休業給付の手続を先に行って下さい。 

届 出 先･･･事業所の所在地を管轄するハローワーク 

持参するもの･･･ 

 （1）受給資格の確認手続のみ行う場合 

○賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出

書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など育児時短就業を開始した日、

賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できる書類 

○母子健康手帳など出産日、出産予定日及び育児の事実を確認できる書類 

（2）初回申請も同時に行う場合 

○(1)の書類及び賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード等支給対象月

の賃金支払い状況等を証明できる書類（短縮後の週所定労働時間が 20 時間

を下回る場合は、就業規則などの子が小学校就学の始期に達するまでに週

所定労働時間が20時間以上に復帰する前提であることが確認できる書類も

添付が必要です。） 

 

※ 受給資格確認票は、マイナンバーを記載して提出してください。 

※ 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業

を開始した場合（49 ページ参照）は、届出書類の「賃金証明書」および持参するもの

の「〇母子健康手帳など出産日、出産予定日及び育児の事実を確認できる書類」の提

出は不要です。 
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なお、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子につい

て育児時短就業を開始した場合（49 ページ参照）は、「賃金証明書」の提出は

不要です。 

ロ 受給資格の確認とその通知について 

上記イの届出書類を提出後、育児時短就業給付の受給資格がある場合は「育

児時短就業給付受給資格確認通知書」及び次回使用すべき「育児時短就業給付

金支給申請書」を交付します。 

また、受給資格がない場合は「育児時短就業給付受給資格否認通知書」を交

付します。 

これらの通知書は、（受給資格を確認した場合は支給申請書とともに）必ず被

保険者にお渡しください。 

ハ 次回支給申請日等の指定について 

「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書（事業主通知用）」は、次回

支給申請期間を指定するもので、事業主の方に通知されます。 

 

（7）支給申請は・・・・・ 

育児時短就業給付金の支給申請に必要な手続きは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 育児時短就業給付金の支給を受ける場合について 

育児時短就業給付金は、各支給単位期間（支給対象月）について、「支給

要件」を満たした場合に支給されます。（50 ページ参照） 

 

 

届出書類･･･「育児時短就業給付金支給申請書」（以下「時短支給申請書」という。） 

提出期限･･･支給対象月の初日から起算して４か月を経過する日の属する月の末日

まで（「次回支給申請日指定通知書（事業主通知用）」に印字されていま

す。） 

届 出 先･･･事業所の所在地を管轄するハローワーク 

持参するもの･･･賃金台帳、出勤簿（タイムカード）、労働条件通知書、育児短時間

勤務申出書、育児時短勤務取扱通知書など支給対象月の賃金の額と

支払い状況、育児時短就業中の週所定労働時間を確認できるもの 

※ 従前の支給対象月から、育児時短就業中の週所定労働時間の変更がない場合は、育児時短就業

中の週所定労働時間を確認できるものの提出は不要です。 

※ 事業所における所定労働時間の引き下げなどによって、被保険者に適用される本来の週所定労

働時間が変更された場合は、時短支給申請書の「本来の週所定労働時間（変更があった場合）」に

記載し、就業規則などの本来の週所定労働時間などの本来の週所定労働時間を確認できるものを提

出してください。 
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ロ 支給申請の時期について 

支給申請は、原則として２つの支給対象月ごとに行います。 

なお、支給申請の期限は、支給対象月の初日から起算して４か月を経  

過する日の属する月の末日までの期間となっています。（「次回支給申請日

指定通知書（事業主用）」に印字されています。） 

※ 被保険者本人が希望する場合、１つの支給対象月について支給申請を

行うことも可能です。 

 

ハ 同じ子の養育のために再度時短就業をすることになった場合 

育児時短就業給付金の対象となる育児時短就業に回数の制限はありませ

んので、再度の育児時短就業をしている各月について、支給要件（50 ペー

ジ参照）を満たしている場合は、育児時短就業給付金の対象となります。 

同じ子について再度の育児時短就業を開始し、育児時短就業給付金の支

給を受ける場合は、再度の受給資格確認（「賃金証明書」及び「受給資格確

認票」の提出）は不要ですので、被保険者を雇用している事業主の方より、

新たに支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して４か月を経過

する日の属する月の末日までに、「時短支給申請書」と添付書類（56 ページ

参照）を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください。 

 

（8）支給申請の結果は・・・・・ 

支給申請後は、支給の可否及び支給額を記載した「育児時短就業給付金支給決

定通知書」と次回の支給申請の際に使用する「育児時短就業給付金支給申請書」

を交付いたしますので、必ず被保険者に対して交付してください。 

 

（9）給付金の口座振込みは・・・・・ 

支給決定された育児時短就業給付金は、支給決定日（支給決定通知書に印字さ

れています。）から約１週間後に、申請者本人が指定した金融機関の本人名義の普

通預金（貯金）口座に振り込まれます。 

また、振込者名は「コウセイロウドウショウ ショクギョウアンテイキョク」

となります（金融機関によっては、振込者名の表示が途切れたりする場合があり

ます）。 
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７ その他 

（1）未支給の育児休業等給付について 

育児休業等給付の支給を受けることができる対象者が死亡した場合において、その

方に支給されるべき育児休業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、生計

を同じにしていた遺族の方が支給申請を行うことができます。 

これらの請求は、本人が死亡した日の翌日から起算して６か月以内にする必要があ

ります。 

詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。 

（2）不正を行ったとき 

本来は、育児休業等給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手段に

より育児休業等給付の支給を受け、または受けようとした場合（実際に受けたか否

かを問いません。）は、不正受給の処分を受けることとなります。 

このような場合、不正受給した金額の３倍の金額を納めなければならず、これら

の支払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合がありますので、支給

申請書の記載内容をよくお確かめのうえ、ご提出をお願いします。 

また、事業主が虚偽の支給申請書等を提出した場合等は、事業主も本人と連帯し

て処分等を受けることとなります。 
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８ 支給申請書等の記載例について 

 

 

 

  

 

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入例 

 

[例示説明] 

・令和 X 年 11 月 5 日に育児休業を開始する場合 （令和 X 年 9 月 9 日出産） 

・賃金締切日が各月 20 日 
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⑦｢休業を開始した日の前日に離職したと 

みなした場合の被保険者期間算定対象期間｣ 

・｢休業を開始した日｣欄は、④欄の休業を開始した日を記入してください。 
・休業開始した日から遡って賃金支払基礎日数が 11 日以上または、賃金の支払いの基礎となった時間数が 80 時間以上あ

る月を 2 年間記入しますが、11 日以上または、賃金の支払いの基礎となった時間数が 80 時間以上ある被保険者算定対象

期間を直近より 12 か月以上記入があれば以下は記入を省略できます。 

 （※当該記入方法については、離職票への記入方法に準じた取り扱いをお願いいたします。（第２編 32 ページ参照）） 

⑧｢⑦の期間における賃金支払基礎日数｣ 

・⑦欄の期間における賃金支払の基礎となった日数を記入してください。 
・有給休暇の対象となった日、休業手当の対象となった日を含みます。 

⑨｢賃金支払対象期間｣ 

・最上段には休業を開始した日の直前の賃金締切日の翌日から、休業を開始した日の前日までの期間を記入し、以下順次さ

かのぼって賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を 2 年間記入しますが、完全月で⑩欄の基礎日数が 11 日以上の

月を６か月以上記入する必要があります。６か月に満たない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が 80 時間以上

の月も記入する必要があります。 

（※当該記入方法については、離職票への記入方法に準じた取り扱いをお願いいたします。（第２編 32 ページ参照）） 

 

⑬｢賃金に関する特記事項｣ 

・３か月以内の期間ごとに支払われる賃金(特別の賃金)について記入してください。 
・該当がない場合には斜線を引いてください。 

④｢休業を開始した日の年月日｣ 

・被保険者が１歳に満たない子を養育するための休業を開始した日を記入してください。 

⑩｢⑨の基礎日数｣ 

・⑨欄の期間における賃金支払いの基礎となった日数を記入してください。 
・有給休暇の対象となった日、休業手当の対象となった日を含みます。 

⑪｢賃金額｣ 

・月給者は Ａ 欄に、日給者は Ｂ 欄に記入しますが、日給者で月単位で支払われる賃金(家族手当・通勤手当等)は Ａ 欄
に記入し、合計額を計欄に計上してください。また、通勤手当を複数月分まとめて支払う場合は、該当月数で割り、それ

ぞれの月に算入してください。 
・Ａ 欄、又は Ｂ 欄の記入のみで足りる場合は、計欄の記入は省略して差し支えありません。記入しない欄は斜線を引い

てください。 

⑫｢備考｣ 

・⑦欄から⑪欄の参考となることを記入してください。 
例・賃金未払いがある場合 

・出産・傷病等で引き続き 30 日以上賃金の支払がない場合 
・休業手当が支払われたことがある場合 
・休業開始日が令和２年８月１日以降であって、⑧欄の基礎日数が 11 日以上の月が 12 か月以上ない場合、または、⑩欄の

基礎日数が 11 日以上の完全月が６か月ない場合は、⑧欄及び⑩欄の基礎日数が 10 日以下の期間について、当該期間にお

ける賃金支払の基礎となった時間数を記入してください。 
 

※休業開始した日から遡った場合に要件を満たさず、産前休業開始日等を起算点とする場合（22 ページ参照）、④⑦⑧欄は

｢休業を開始した日｣を「産前休業を開始した日」と読み替えて記載してください。⑨⑩⑪欄は従前のとおり、育児休業を開

始した日から遡って記載してください。詳細については、ハローワークにお尋ねください。 
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「備 考」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記入してください。 

1「被保険者番号」 

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入してください。 

5「育児休業開始年月日」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してください。 

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入してください。 
 

12、16「支給期間」 

・出生時育児休業期間を記入してください。分割して取得した場合、16 に２回目の出生時育児休業期間を記入してください。 

4「事業所番号」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。 

9、10「被保険者の住所」、11「被保険者の電話番号」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してください。 

13、17「就業日数」、 14、18「就業時間」 

・12、16 の支給期間において、就業した日数をそれぞれ 13、17 に記入してください。 
・12、16 の支給期間において、就業した時間数をそれぞれ 14、18 に記入してください（１時間未満の時間数は切り捨て）。 

15、19「支払われた賃金額」 

・12、16 の支給期間中に、出生時育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金の額を記入してください。 

・「支払われた賃金額」については、16 ページを参照してください。 

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保険者

に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者氏名の記載を

省略することができます。その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください。 
 

8「個人番号」 

・被保険者の個人番号（マイナンバー）を記

入してください。 

23「払渡希望金融機関指定届」 

・個人番号の登録が完了している方で、マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される場合は「1」
を記載してください。「1」を記入した場合は、金融機関情報について記載の必要はありませんが、記載があった場合には記

載された金融機関情報への振込を優先します。 
※過去に失業等給付や育児休業給付等を受給したことがあり、その際に登録した口座への振り込みを希望する場合は記載不

要です。 

20「配偶者の被保険者番号」、21「配偶者の育児休業開始年月日」、22「配偶者の状態」 

出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合、20・21・22 のいずれか（複数記載は不可）を次のとおり記入してください。 

・配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を一定の期間に 14
日以上取得した場合は、20 欄に被保険者番号を記入してください。 

・配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に 14 日以上取

得した場合は、21 欄に育児休業開始年月日を記入してください。 
・配偶者が、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する場合は、22 欄に該当する番号を記

入してください。 
※記載項目の詳細は、46 ページを参照してください。 
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「備 考」 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記入してください。 

・初回の支給申請において前３、４か月分の申請を行う場合、３、４か月目となる支給単位期間、就業日数、支給された賃金

額を備考欄に記入してください。 
・出向元、出向先双方から賃金の支払がある場合は、合計額を支給申請書に記入し、備考欄に被保険者資格を有さない雇用関

係に基づく賃金額及びその賃金を支払った事業主名を記入してください。 

1「被保険者番号」 

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入してください。 

5「育児休業開始年月日」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してください。ただし、女性の被保険者が、労働基準法の規定による産後休業

に引き続き育児休業を取得した場合は記入する必要はありません。 

6「出産年月日」、7「出産予定日」 

・育児休業に係る子の出産年月日、出産予定日を記入してください。 
 

13、17、21「支給単位期間」 

・それぞれの支給単位期間の初日及び末日を記入してください。 

25「職場復帰年月日」 

・｢育児休業給付金支給決定通知書｣の「支給期間末日」前に育児休業を終了した場合に、その職場復帰日を記入してください。 

4「事業所番号」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。 

10、11「被保険者の住所」、12「被保険者の電話番号」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してください。 

14、18、22「就業日数」、 15、19、23「就業時間」 

・13、17、21 の支給単位期間において就業した日数、時間を記入してください。 

16、20、24「支払われた賃金額」 

・13、17、21 の支給単位期間中に、育児休業期間を対象として支払われた賃金の額を記入してください。 

・支給対象期間中に支払われた賃金であっても、育児休業の期間以外の期間を対象とした賃金は記入する必要はありません。 

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者氏名」 

・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保険者に確

認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者の記名を省略するこ

とができます。その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください。 

9「個人番号」 

・被保険者の個人番号（マイナンバー）を記

入してください。 

32「払渡希望金融機関指定届」 

・個人番号の登録が完了している方で、マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される場合は「1」
を記載してください。「1」を記入した場合は、金融機関情報について記載の必要はありませんが、記載があった場合には記

載された金融機関情報への振込を優先します。 
※過去に失業等給付や育児休業給付等を受給したことがあり、その際に登録した口座への振り込みを希望する場合は記載不

要です。 

28「配偶者の被保険者番号」、29「配偶者の育児休業開始年月日」、31「配偶者の状態」 

出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合、28・29・31 のいずれか（複数記載は不可）を次のとおり記入してください。 

・配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を一定の期間に 14
日以上取得した場合は、28 欄に被保険者番号を記入してください。 

・配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に 14 日以上取

得した場合は、29 欄に育児休業開始年月日を記入してください。 
・配偶者が、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する場合は、31 欄に該当する番号を記

入してください。 
※記載項目の詳細は、46 ページを参照してください。 
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5、9、13「支給単位期間」 

・それぞれの支給単位期間の初日及び末日を記入してください。 

17「職場復帰年月日」 

・「育児休業給付金支給決定通知書」にある「支給期間末日」前に育児休業を終了して職場に復帰した場合は、その復帰した

日を記入してください。 

［注意事項］ 

育児休業受給資格確認のみを行った場合は、この様式が、初回からの支給申請書となります。 

また、育児休業受給資格確認のみを行った場合で被保険者の配偶者の育児休業状況または被保

険者の配偶者が育児休業を要件としない場合に該当しているときが確認済みのときは、この申請書

で育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給申請手続を行うことができます。この場合は、

あらためて出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類（45ページ参

照。）を提出いただく必要はありません。 

受給資格確認時に、被保険者の配偶者の育児休業取得状況または被保険者の配偶者が育児休業

を要件としない場合に該当していることが確認できなかった場合に、出生後休業支援給付金の支給

申請を行うときは、この申請書とは別に、「出生後休業支援給付金支給申請書」（67ページ参照。）に

出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類（45ページ参照。）を添えて

提出してください。 

6、10、14「就業日数」、7、11、15「就業時間」 

・5、9、13 欄に記載した支給単位期間において、就業した日数、時間を記入してください。 

8、12、16「支払われた賃金額」 

・5、9、13 欄に記載した支給単位期間において、支払われた賃金（臨時の賃金、３か月を超える期間ごとに支払われ 
る賃金を除く）の額を記入してください。なお、賃金に含まれるか否か判断しかねるものについては、24、25 欄にその額と

名称を記入してください。 

｢事業所名(所在地、電話番号)、事業主氏名」、「申請者氏名」 

・被保険者本人が氏名を記載し記入内容について事業主が証明してください。 
ただし、申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を

作成・保存することで被保険者の記名を省略することができます。その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」

と記載してください。 
 

｢備 考」（申請書裏面） 

備考欄に、賃金締切日・支払日、通勤手当について記入してください。 
・初回の支給申請において前３、４か月分の申請を行う場合、３、４か月目となる支給単位期間、就業日数、支給された賃

金額を備考欄に記入してください。 
・出向元、出向先双方から賃金の支払いがある場合は、合計額を支給申請書に記入し、備考欄に被保険者資格を有さない雇

用関係に基づく賃金額及びその賃金を支払った事業主名を記入してください。 
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［注意事項］ 

出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行う場合は、出生時育児休業給付金または育児休業

給付金の支給決定がされた後でなければ申請できないため、出生時育児休業給付金支給決定通知書

または育児休業給付金支給決定通知書が送付された後やこれらの給付金の入金が確認できた後に

申請を行ってください。 

10「配偶者の被保険者番号」、11「配偶者の育児休業開始年月日」、12「配偶者の状態」 

出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合、10・11・12 のいずれか（複数記載は不可）を次のとおり記入してください。 

・配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を一定の期間に 14
日以上取得した場合は、10 欄に被保険者番号を記入してください。 

・配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に 14 日以上取

得した場合は、11 欄に育児休業開始年月日を記入してください。 
・配偶者が、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する場合は、12 欄に該当する番号を記

入してください。 
※記載項目の詳細は、45 ページを参照してください。 

13「払渡希望金融機関指定届」 

・個人番号の登録が完了している方で、マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される場合は「1」
を記載してください。「1」を記入した場合は、金融機関情報について記載の必要はありませんが、記載があった場合には記

載された金融機関情報への振込を優先します。 
※過去に失業等給付や育児休業給付等を受給したことがあり、その際に登録した口座への振り込みを希望する場合は記載不

要です。 

1「被保険者番号」 

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入してください。 

5「育児休業開始年月日」 

・被保険者が育児休業を開始した年月日を記入してください。ただし、女性の被保険者が、労働基準法の規定による産後休業

に引き続き育児休業を取得した場合は記入する必要はありません。 

4「事業所番号」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。 

7、8「被保険者の住所」、9「被保険者の電話番号」 

・被保険者の郵便番号、住所、電話番号を記入してください。 

6「個人番号」 

・被保険者の個人番号（マイナンバー）を記入してください。 
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雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書の記入例 

 

[例示説明] 

・令和 X 年 6 月 16 日に育児時短就業を開始する場合 

・賃金締切日が各月末日 
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⑦｢休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間｣ 

・｢休業を開始した日｣欄は、④欄の所定労働時間の短縮を開始した日を記入してください。 
・所定労働時間の短縮を開始した日から遡って賃金支払基礎日数が 11 日以上または、賃金の支払いの基礎となった時間数

が 80 時間以上ある月を 2 年間記入しますが、11 日以上または、賃金の支払いの基礎となった時間数が 80 時間以上ある

被保険者算定対象期間を直近より 12 か月以上記入があれば以下は記入を省略できます。 

 （※当該記入方法については、離職票への記入方法に準じた取り扱いをお願いいたします。（第２編 32 ページ参照）） 

⑧｢⑦の期間における賃金支払基礎日数｣ 

・⑦欄の期間における賃金支払の基礎となった日数を記入してください。 
・有給休暇の対象となった日、休業手当の対象となった日を含みます。 

⑨｢賃金支払対象期間｣ 

・最上段には所定労働時間の短縮を開始した日の直前の賃金締切日の翌日から、所定労働時間の短縮を開始した日の前日ま

での期間を記入し、以下順次さかのぼって賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を 2 年間記入しますが、完全月

で⑩欄の基礎日数が 11 日以上の月を６か月以上記入する必要があります。６か月に満たない場合は、賃金の支払いの基

礎となった時間数が 80 時間以上の月も記入する必要があります。 

（※当該記入方法については、離職票への記入方法に準じた取り扱いをお願いいたします。（第２編 32 ページ参照）） 

 

⑬｢賃金に関する特記事項｣ 

・３か月以内の期間ごとに支払われる賃金(特別の賃金)について記入してください。 
・該当がない場合には斜線を引いてください。 

④｢休業等を開始した日の年月日｣ 

・被保険者が２歳に満たない子を養育するための所定労働時間の短縮を開始した日を記入してください。 

⑩｢⑨の基礎日数｣ 

・⑨欄の期間における賃金支払いの基礎となった日数を記入してください。 
・有給休暇の対象となった日、休業手当の対象となった日を含みます。 

⑪｢賃金額｣ 

・月給者は Ａ 欄に、日給・時給者は Ｂ 欄に記入しますが、日給・時給者で月単位で支払われる賃金(家族手当・通勤手

当等)は Ａ 欄に記入し、合計額を計欄に計上してください。また、通勤手当を複数月分まとめて支払う場合は、該当月

数で割り、それぞれの月に算入してください。 
・Ａ 欄、又は Ｂ 欄の記入のみで足りる場合は、計欄の記入は省略して差し支えありません。記入しない欄は斜線を引い

てください。 

⑫｢備考｣ 

・⑦欄から⑪欄の参考となることを記入してください。 
例・賃金未払いがある場合 

・出産・傷病等で引き続き 30 日以上賃金の支払がない場合 
・休業手当が支払われたことがある場合 
・⑧欄の基礎日数が 11 日以上の月が 12 か月以上ない場合、または、⑩欄の基礎日数が 11 日以上の完全月が６か月ない場

合は、⑧欄及び⑩欄の基礎日数が 10 日以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を記入し

てください。 
 

※休業開始した日から遡った場合に要件を満たさず、産前休業開始日等を起算点とする場合（22 ページ参照）、④⑦⑧欄は

｢休業を開始した日｣を「産前休業を開始した日」と読み替えて記載してください。⑨⑩⑪欄は従前のとおり、育児休業を開

始した日から遡って記載してください。詳細については、ハローワークにお尋ねください。 
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育児時短就業給付受給資格確認票・（ 初回 ）育児時短就業給付金支給申請書の記入例 
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  1「被保険者番号」 

・被保険者証に記載されている被保険者番号を記入してください。 

5「育児時短就業開始年月日」、6「出産年月日」 

・被保険者が育児時短就業を開始した年月日、時短就業にかかる子の出産年月日を記入してください。 

30、31「その他賃金に関する特記事項」 

・上記の通勤手当等のほか、賃金に含まれるか否かが判断しかねるものについても、その額と名称を記入してください。 

4「事業所番号」 

・当該事業所の事業所番号を記入してください。 

9「本来の週所定労働時間」 

 育児時短就業を行わない場合に、事業所において被保険者に適用される週所定労働時間を記入してください。 
 また、特別な労働時間制度の適用を受けている場合などは、以下のとおり計算し、記入してください。なお、いずれも計算

結果に端数が生じたときは、分単位未満を切り捨ててください。 
・フレックスタイム制、変形労働時間制の適用を受けている場合 
 清算期間の（対象期間）の総労働時間÷清算期間（対象期間）の月数×12 月÷52 週 
・裁量労働者制の適用を受けている場合 
 １日のみなし労働時間×５日 
・いわゆる「シフト制」で就労する場合 
 該当期間（※1）の実際の労働時間（※2）÷（該当期間の歴日数÷７日）（※3） 
 （※1）本来の週所定労働時間を計算する場合は、育児時短就業開始時賃金月額の算定に用いた６か月間、支給対象月の週 

所定労働時間を計算する場合は、その支給対象月をいいます。 
（※2）法定労働時間（１日８時間・１週 40 時間又は 44 時間）を超えないものに限ります。 
（※3）括弧内に端数が生じた場合は小数点第３位を四捨五入してください。 
 

 計算に当たっては、厚生労働省ホームページに週所定労働時間の計算に用いる「週所定労働時間算定補助シート」を掲載し

ていますので、ご活用ください。 
   （https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001412356.xlsx）  

13、16「支払われた賃金額」 

・支給対象月中に支払われた賃金（臨時の賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。）を記入してください。 
・支給対象月に数か月分一括払いの通勤手当等が支払われた場合には、支払われた月以後の支給対象月に１か月当たりの額を

割り振って（端数が生じる場合は、最後の月分に加算する。）計上してください。 

「事業所名(所在地・電話番号)、事業主名」、「申請者住所、氏名」 

・被保険者本人が住所・氏名を記載し記入内容について事業主が証明してください。ただし、申請内容等を事業主等が被保険

者に確認し、合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存することで被保険者の署名を省略

することができます。その場合、申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください。 

「払渡希望金融機関指定届」 

・個人番号の登録が完了している方で、マイナポータルに登録されている公金受取口座への振込を新たに希望される場合は「1」
を記載してください。「1」を記入した場合は、金融機関情報について記載の必要はありませんが、記載があった場合には記

載された金融機関情報への振込を優先します。 
※過去に失業等給付や育児休業給付等を受給したことがあり、その際に登録した口座への振り込みを希望する場合は記載不

要です。 

12、15「週所定労働時間」 

・支給対象月における短縮後の週所定労働時間（複数の週所定労働時間がある場合は、最も短いもの）を記入してください。 
・シフト制など、特別な労働時間制度の適用を受けている場合は、9「本来の週所定労働時間」を参考に記入してください。 
 

 
 

 

10「育児休業に続く時短就業」 

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合、１を記入してください。 
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育児時短就業給付金支給申請書（２回目以降）の記入例 
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［注意事項］ 

育児時短就業給付の受給資格確認のみを行った場合は、この様式が、初回からの支給申請書と

なります。 

6、9、12「週所定労働時間」 

 支給対象月における短縮後の週所定労働時間（複数の週所定労働時間がある場合は、最も短いもの）を記入してください。 
 また、特別な労働時間制度の適用を受けている場合などは、以下のとおり計算し、記入してください。なお、いずれも計算

結果に端数が生じたときは、分単位未満を切り捨ててください。 
・フレックスタイム制、変形労働時間制の適用を受けている場合 
 清算期間の（対象期間）の総労働時間÷清算期間（対象期間）の月数×12 月÷52 週 
・裁量労働者制の適用を受けている場合 
 １日のみなし労働時間×５日 
・いわゆる「シフト制」で就労する場合 
 該当期間（※1）の実際の労働時間（※2）÷（該当期間の歴日数÷７日）（※3） 
 （※1）本来の週所定労働時間を計算する場合は、育児時短就業開始時賃金月額の算定に用いた６か月間、支給対象月の週 

所定労働時間を計算する場合は、その支給対象月をいいます。 
（※2）法定労働時間（１日８時間・１週 40 時間又は 44 時間）を超えないものに限ります。 
（※3）括弧内に端数が生じた場合は小数点第３位を四捨五入してください。 

7、10、13「支払われた賃金額」 

・支給対象月中に支払われた賃金（臨時の賃金及び 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。）を記入してください。 
・支給対象月に数か月分一括払いの通勤手当等が支払われた場合には、支払われた月以後の支給対象月に１か月当たりの額を

割り振って（端数が生じる場合は、最後の月分に加算する。）計上してください。 

15「育児時短就業終了年月日」、16「育児時短就業終了事由」 

・本来の週所定労働時間に復帰した場合のほか、育児時短就業が終了する事由（51 ページ参照。）が生じた場合は、育児時短

就業の終了日（最終日）と終了理由を記入してください。 

19、20「その他賃金に関する特記事項」 

・上記の通勤手当等のほか、賃金に含まれるか否かが判断しかねるものについても、その額と名称を記入してください。 

14「本来の週所定労働時間」 

・事業所における所定労働時間の引き下げなどによって、被保険者に適用される本来の週所定労働時間が変更された場合は、

変更後の週所定労働時間を記入してください。 
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○ 育児休業等給付に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

Ａ できません。 

育児休業給付は、育児休業取得後の職場復帰を前提とした給付金です。 

このため、育児休業の当初からすでに離職を予定しているのであれば、育児休業給付

の支給対象とはなりません。 

なお、本来は、育児休業給付を受けることができないにもかかわらず、不正な手段に

より育児休業給付の支給を受け、または受けようとした場合（実際に受けたか否かを問

いません。）は、不正受給の処分を受けることとなりますので、申請者本人及び事業所

担当者のご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

Ａ 課税されません。（雇用保険法第 12条） 

 

 

 

 

Ａ 社会保険料（健康保険、厚生年金）については、育児休業期間中の本人及び事業主負

担分が免除されます。詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。 

 

Ｑ 傷病手当金との併給について 

  育児休業開始時点で、健康保険法の規定による傷病手当金が支給された場合、 

どちらも受給することはできますか？ 

 

Ａ どちらも受給することが可能です。 

  

Ｑ 離職を予定している場合は？ 

今回、当社における従業員が、妊娠・出産のため離職することとなりました。 

当社では、離職する前に育児休業を取得することができますが、このような場合で

も、育児休業給付を受けることはできますか。 

 

Ｑ 課税について 

育児休業等給付は課税されますか？ 

Ｑ 社会保険料について 

育児休業給付受給中も社会保険料を納付しなければいけませんか？ 
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○ 育児休業等給付に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

 

Ａ 受給できる可能性があります。 

育児休業給付は、「育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支払基礎日数が 11 日以

上ある月が通算して 12 か月以上（原則、育児休業を開始した日の前２年間に、賃金支

払基礎日数が 11日以上必要。12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった

時間数が 80 時間以上の月を１か月として取り扱います。さらに、この要件を満たさな

い場合、産前休業開始日等を起算点として、その日の前２年間に賃金支払基礎日数が 11

日以上ある完全月が 12 か月以上必要。）」あることが支給要件になっており、一定の場

合、前に勤務していた会社での被保険者期間を通算することができるため、支給要件を

満たすことができる可能性があります。 

詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。 

 

 

 

 

Ａ 第２子に係る受給資格の確認を受けることができれば、第２子に係る育児休業給付を

受給することは可能です。 

ただし、受給中の第１子にかかる育児休業については、本人より第２子にかかる産前

休業の申出があった場合には産前休業開始日の前日まで、産前休業の申出がなかった場

合には出産日当日まで（出産日の翌日から産後休業となるため）の支給となります。 

 

 

 

 

Ａ 原則として、１歳（一定の場合１歳２か月）の誕生日の前々日までの支給となります。 

ただし、子が１歳（一定の場合１歳２か月）又は１歳６か月を超えてもなお休業する

ことが雇用の継続のために特に必要と認められる理由（保育所に入所できなかった等）

のために職場復帰できない場合には、最大で子が２歳の誕生日の前々日までの延長が可

能となります。（23 ページ参照） 

 

 

 

 

 

Ｑ 第２子における育児休業給付は？ 

第１子に係る育児休業給付金を受給中に、第２子を妊娠しましたが、この場合の育

児休業給付金の取扱いを教えてください。 

Ｑ 育児休業給付金支給対象期間の延長は？ 

当社では、最大で子が３歳になるまで育児休業を取得することができます。 

従業員から、３年間の育児休業の申し出があり、認めた場合の育児休業給付金は、

いつまで受給できるのでしょうか。 

 

Ｑ 育児休業給付の受給資格は？ 

当社で勤務している（期間の定めのない）従業員が、採用後、10 か月経過した時点

で育児休業を取得することとなりました。雇用保険の加入期間が 12 か月未満となっ

ていますが、育児休業給付は受給できるのでしょうか。 
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○ 育児休業等給付に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

 

Ａ その就労が、臨時・一時的であって、就労後はもとの育児休業に戻ることが明らかで

あれば、職場復帰とはせず、休業中の臨時・一時的就労として、支給要件を満たせば支

給対象となります。育児休業中の就業日数及び就労日数の取扱いは出生時育児休業給付

金と育児休業給付金で異なります。出生時育児休業給付金については 15 ページ、育児

休業給付金については 22 ページを参照してください。 

    詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。 

 

 Ｑ 受給中に育児休業を取得している企業以外で就労した場合について 

   育児休業給付受給中に、育児休業を取得している企業以外で単発のアルバイト（１ 

週間のみの雇用契約）を行いました。このような場合、育児休業給付金の支給額は減額 

されますか。また、申請書はどのように書けば良いでしょうか。 

 

 Ａ 育児休業給付金の減額措置は、「育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用してい

る事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において」行われるものですので、

育児休業を取得している企業以外で短期間・短時間のアルバイトをしても、育児休業給

付金が直ちに減額されることはありません。 

   ただし、支給単位期間における就業していると認められる日数・時間の算定につきま

しては、育児休業を取得している企業以外における就労又は内職・手伝いなどで働いた

日数・時間も算入して申請書に記入する必要があり、算入した日数・時間によっては、

不支給となる場合があります。 

   詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。 

  

Ｑ 受給中に育児休業を取得している企業で就労した場合について 

育児休業給付受給中に、会社から「今は繁忙期のため、３日間でもいいので応援で

来てもらえないか。」と依頼されました。 

このような場合でも、育児休業給付は受給できますか。 
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○ 育児休業等給付に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

 

 

Ａ 育児休業給付金は、以下のような理由を除いて、同一の子について３回目以降の育児

休業の取得の場合は支給することができません。なお、③～⑦は１歳の誕生日の前々日

までに取得するものに限られます。 

① 育児休業の終了が他の子の産前産後休業･育児休業を取得したためであって、当

該他の子が死亡した場合や養子となったこと等により同居しなくなった場合 

② 育児休業の終了が介護休業を取得したためであって、介護対象家族の死亡、離婚、

婚姻の取り消し、離縁等により対象家族の介護を行わなくなった場合 

③ 配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ）が死亡した場

合 

④ 配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合 

⑤ 婚姻の解消等により配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなった場合 

⑥ 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、

２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合 

⑦ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込を

行っているが、当面その実施が行われない場合 

⑧ 育児休業中に出向（出向解除を含む。）となった被保険者が、１日の空白もなく

被保険者資格を取得しており、引き続き育児休業をする場合 

⑨ 延長事由に該当し、１歳未満の子について２回の育児休業給付金の支給に係る休

業をした後、１歳に達する日後に初めて休業を開始する場合（延長交替）や①・②

による育児休業を取得した場合 

⑩ 延長事由に該当し、１歳６か月未満の子について２回の育児休業給付金の支給に

係る休業をした後、１歳６か月に達する日後に初めて休業を開始する場合（延長交

替）や①・②による育児休業を取得した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ ３回目の育児休業は？ 

当社の従業員のうち、育児休業給付金を初回は３か月受給し職場復帰、２回目は２

か月受給し職場復帰した者が、再度同一の子について育児休業を認めて欲しいとの相

談があり、当社として取得を認めました。 

この場合の同一の子に係る３回目の育児休業について、育児休業給付金を受けるこ

とはできますか。 
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○ 育児休業等給付に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

 

Ａ 雇用保険の被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等

に転換、転職したことに伴い、１週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合は、

転換、転職後の就業を育児時短就業として取り扱います。 

  ただし、短縮後の１週間当たりの所定労働時間が 20 時間を下回る場合は、子が小

学校就学の始期に達するまでに１週間の所定労働時間が 20時間以上となる労働条件

に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合を除き、

雇用保険の被保険者資格を喪失することとなるため、育児時短就業給付金の支給対

象となりません。 

 

 

 

 

 

 

Ａ フレックスタイム制の適用を受ける労働者が清算期間の総労働時間を短縮して就業

する場合は、所定労働時間を短縮してする就業となるため、単に賃金計算の便宜のため

に欠勤控除をしているとしても、別途総労働時間を短縮していることが育児短時間勤務

申出書・出勤簿・タイムカード等により確認できれば、育児時短就業と取り扱い、育児

時短就業給付金の支給要件を満たせば、支給対象となります。 

 

 

 

 

 

Ａ 育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業に回数の制限はありませんので、再

度の時短就業をしている各月について支給要件（50 ページ参照）を満たしている場合

は、育児時短就業給付金の支給対象となります。 

この場合の育児時短就業給付金の支給申請手続は 56 ページを参照してください。 

 

  育児休業等給付に関するＱ＆Ａについては、厚生労働省ホームページにも 

  掲載していますので、ご活用ください。 

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html） 

 

  

Ｑ フレックスタイム制で就労している従業員の育児時短就業給付について 

フレックスタイム制で就労している従業員から２歳未満の子の養育のため、時短勤

務の申出がありこれを認めていますが、当社の給与システム処理の都合上、時短勤務

の翌月に欠勤控除を行うという形で給与処理を行っています。 

この場合は、清算期間毎に欠勤控除を受けているため、育児時短就業として認めら

れないのですか。 

 

 

Ｑ 育児のために、短時間正社員に転換した場合 

正社員として勤務している従業員から、２歳未満の子の養育のため、短時間正社員

へ転換したいと申出がありました。 

この場合は育児時短就業と取り扱うことはできますか。 

Ｑ 従業員の再度の育児時短就業について 

１度時短就業を行った従業員が、時短就業終了後に再度時短就業を行うことになり 

ました。 

 この場合は育児時短就業給付金の支給対象となりますか。 
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【参考様式】 
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【参考様式】 

 

 

 

 

 


